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第１ 総則 

（１）基本方針 

指定管理者制度の適正な理解に基づき、多様化する市民のニーズや、自然災害・近年の

新型コロナ感染拡大など想定外の事態に対して、臨機応変に的確で効果的・効率的な対応

するため、公の施設の管理運営に民間事業者の有するノウハウを活用することにより、社

会秩序の維持と市民サービスの向上や管理経費の縮減を目指します。 

公の施設の設置目的、指定管理者制度の導入目的を達成するために、市と指定管理者が

共に下記の「千葉市における指定管理者制度運用の基本理念」に則り『安全・安心・衛生・

快適』な施設運営管理業務を遂行することが重要です。公の施設の管理運営を通じて政策

目的を達成します。 

 

基本理念１：施策・事業目的を踏まえた制度運用 

  千葉市の施策や事業をより効果的・効率的に達成するため、目的・目指すべき方向性、

市民サービスの提供方法、公共施設の必要性などを踏まえ、より良い市民サービスの提供

を念頭に置き業務を遂行します。 

 

基本理念２：不断の努力による継続的改善 

公の施設の施設管理者として、お客様(市民)目線でより良い管理運営を行なうためあらゆ

る部門における定期的なチェックと改善、指導を行い、市との情報問題共有を図りながら、

過去の認識に捉われず、現状に甘んじることなく実績を元に“やる気と情熱”を持って一

層の改善(進化)が図れるよう努力を惜しむことなく進めて参ります。 

 

基本理念３：適切なパートナーシップの構築 

指定管理者制度を単なる業務委託としてとらえるのではなく、千葉市の担当部署と常に

公正な連携を図りながら、施設の目的・目指すべき方向性「ビジョン」と施設の社会的使

命や役割「ミッション」を互いに共有しながら政策目的達成のため市と指定管理者が適切

なパートナーシップを築き、それぞれの強みと役割分担を活かしながら、ひとつひとつの

目標、課題、問題の解決を迅速に対応いたします。 

 

基本理念４：積極的な情報公開 

千葉市情報公開条例の基本理念は、市が保有する情報の「原則開示」であり、指定管理

者もこれに準じた運用を求められます。指定管理者は、市に代わって公の施設の管理運営

という公的業務を行うことから、施設の適正な管理について市民への説明責任があり、そ

の管理状況について高い透明性を確保することが求められます。「原則開示」の基本理念を

十分に理解し、市に準じた情報公開を適正に行います。千葉市情報公開条例第２６条に基

づき、公の施設管理に係る情報の公開に関し、必要な措置を講じます 
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（２）事業概要 

本施設は、スポーツレクリエーションの振興を図り、市民の健康増進・体力づくりに寄

与するとともに、地域コミュニティの交流を促進するための施設として位置付けられてい

ます。私たちは、千葉市の掲げる事業目的の達成に向け、その一翼の担い手となるべく本

施設の管理運営に情熱をもって、全力を傾注していきます。 

 

①「安全・安心・衛生・快適」な環境の提供を目指した、管理運営を目的とします。 

② 企業の持つノウハウや現指定管理期間で培った経験と実績により、創意工夫とチャレンジ

精神を持って、施設の利用促進及び効率的な施設の管理運営業務を行い、指定管理委託料

の縮減を行い千葉市に財政貢献します。 

③ 世代、性別に偏らず、子どもから高齢者、障がい者の方まで、公平に様々な方の要望に応

える多彩なプログラムやサービスを提供し、利用者の満足度向上に努めます。 

④ ご利用者、市民、関係団体、協力会社等の全ての施設来場者に対して、高い水準の安定し

た接遇サービスを目指した、人財育成を行います。 

⑤ 管理運営において、指定管理者選定要項・管理運営の基準に示された関係法規及び業務の

実施にあたって尊守すべき法令を尊守して、業務を履行いたします。 

⑥ 千葉市環境基本条例（平成６年千葉市条例第４３号）に基づき、環境への負荷の軽減や環

境の保全等に努めます。 

⑦ 安全を最優先にお客様の視線から検討した、施設の予防保全・維持保全に重点を置いた施

設維持管理業務を実施いたします。 

⑧ 利用者、来場者等の急病・けが等が発生した場合には、関係各機関と協力して的確な対応

を行います。また、災害等緊急時においては、利用者、来場者等の避難、誘導、安全確保

を第一優先に行い、千葉市や関係機関等と協力し、的確に対応を図ります。公の施設の管

理運営者として、災害対応の責務を全うします。 

⑨ 市内産業の活性化に貢献するべく、スタッフは千葉市民を優先的に雇用します。更に、施

設維持管理業務においても市内業者を優先的に採用、協力を求めます。 

⑩ 千葉市関係各機関及び指定管理区域周辺の管理者との調整・協力を図ります。 

⑪ 千葉市障害者自立支援課、千葉市内の特別支援学校等の障がい者就労支援、職場実習等の

受け入れに積極的に協力いたします。 

⑫ 一般利用、個人使用の貸出区分において利用する市民のニーズに最大限配慮して、千葉市

及び関係各団体の優先利用行事の公正な利用調整を実施します。 

⑬ 千葉市の事業への協力・調整を行います。 
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（３）基本事項 

本施設の管理運営にあたり、指定管理者募集要項、管理運営の基準を満たす施設の管理

運営を行うとともに、千葉市スポーツ施設設置管理条例、千葉市スポーツ施設管理規則、

千葉市都市公園条例、千葉市都市公園条例施行規則、千葉市コミュニティセンター設置管

理条例及び千葉市コミュニティセンター設置管理条例施行規則のほか、法令、条例、規則

その他市の定めるところに従い、市民の平等な利用を確保するとともに、特定の団体（指

定管理者を含む。）や個人に有利又は不利となるような管理運営はいたしません。 

 

1）募集要項の「１指定管理者募集の趣旨」、関係法令及び指定管理者制度の適正な理解等に 

基づき、業務を実施します。 

 

2）施設の法令上の設置目的、下記のビジョン（施設の目的・目指すべき方向性）とミッシ 

ョン（施設の社会的使命や役割）、地域の特性を考えの適正な理解に基づく業務を実施し 

ます。 

■千葉市スポーツ施設・千葉市都市公園施設  

ビジョン 

 

本施設における、スポーツレクリエーションを通じて、健康増進を図る。 

ミッション 

 

快適なスポーツレクリエーションの場を提供する。 

各種スポーツの普及、健康増進に関する契機となる事業を企画・実施する。 

■千葉市花見川区花島コミュニティセンター 

ビジョン 

 

コミュニティ活動を促進し、市民の連帯感を醸成することで、市民主体の住

みよいまちづくりを推進する。 

ミッション 

 

・コミュニティ活動の場を低廉な料金で安定的に供給する。 

・地域の特性を踏まえコミュニティ活動の契機となる事業を企画・実施する。 

・コミュニティ活動を行う上で必要とされる情報発信の場となる。 

 

 3）公共施設の管理者として、市の施策等に基づき管理運営体制を構築、業務を実施します。

※募集要項「６市の施策等との関係」 

①市の施策、市の実施する各種事業に対し協力します。 

②市が行うスポーツ教室や各種大会等、市民、地域、スポーツ関係団体等の市民利用に配

慮します。また、本施設においては、地元自治会等の主催行事等に協力します。 

③本施設の管理運営に際し、その一部を第三者に委託し、又は請け負わせる等の場合は、

原則として市内業者を対象とし、必要に応じ準市内業者、市外業者と対象を拡大します。 

④本施設の管理運営に際し、スタッフ雇用については、可能な限り千葉市民の雇用を図る

とともに、現在の施設スタッフの継続雇用に配慮します。また、障がい者雇用促進等に

関する法律（昭和３５年法律第１２３号）における事業者の義務を遵守、率先して障が

い者雇用を促進します。 
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⑤労働者保護のため、労働条件、環境を整え、関係法令を遵守します。市の行う労働条件

審査に協力するとともに、審査報告書は、千葉市情報公開条例に規定する「公文書」と

して同条例に基づき開示請求に対応します。  

⑥千葉市男女共同参画ハーモニー条例（平成１４年千葉市条例第３４号）に則り、性別に

とらわれない登用や仕事と家庭の両立支援等の積極的な取組で、男女が働きやすい職場

環境の整備を行います。 

⑦千葉市環境基本条例（平成６年千葉市条例第４３号）に則り、環境への負荷の軽減、環

境の保全等に努めます。 

⑧本施設の一部は千葉市地域防災計画上の避難所に指定されており、公共施設の管理者と

して、市とともに災害対応を実施します。 

⑨千葉市暴力団排除条例（平成２４年千葉市条例第３６号）に則り、事業者の責務を果た

し、管理運営業務から暴力団を排除するために必要な措置を講じます。 

 

４）募集要項「１１関係法規」に示された業務遂行上で必要となる法令等を遵守した業務を 

実施します。 

 

５）情報の公開 

千葉市情報公開条例を遵守するとともに、千葉市が作成したモデル規程に従い自ら情 

報公開規程を作成し、本施設の管理運営に当たり作成又は取得した文書等のうち、公開

の必要な情報に関する開示請求に対して、適切に対応するとともに、必要な措置を講じ

ます。 

 

６）個人情報の取り扱い 

個人情報の保護に関する法令を遵守し、本施設を管理運営するに当たり知り得た市民

等の個人情報について、漏洩、滅失又は毀損の防止等、個人情報の適切な管理のために

必要な措置等を講じます。 

利用者の個人情報を必要とする業務については、個人情報の収集・利用目的・保有す

る情報の第三者への開示等については、情報提供者に対し明確に説明するとともに、チ

ラシの配布、ホームページへの掲載、施設内掲示等により周知します。 

また、運営及び維持管理業務に従事しているスタッフ又は従事していたスタッフが、

個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用しないよう必要な措置を講じ

ます。 

 

７）リスク管理 

公共施設の管理者として、利用者に「安全・安心・衛生・快適」に施設をご利用いた

だくことは基より、施設で働くスタッフの安全確保が最重要課題の一つです。日頃より、

起こりうる自然災害や、火災、盗難、情報漏えい、そして近年、世界的な感染拡大で脅
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威をもたらしている、新型コロナウイルス等の感染症や熱中症など、様々な想定外のリ

スクも発生しています。これらのリスクに適切に対応していくため、日頃よりリスクマ

ネジメント（コントロール）を実施します。 

①安全管理マニュアル、危機管理マニュアルの整備。 

②安全研修、避難訓練、避難所運営訓練の実施。 

③情報漏えい等の事故防止を目的としたモニタリング、セルフチェックの実施。 

④緊急連絡体制、自衛消防隊組織、消防計画、防火管理者、火元責任者の設定。 

⑤管理施設内外の避難経路、避難場所、救急搬送経路、危険個所等の確認と改善。 

⑥警察、消防、医療機関、避難所運営委員会、自治会等との安全管理体制の構築。 

⑦スタッフ、利用者の防災意識・知識向上のための取組み 

・自主事業として普通救命講習会の開催（防災普及公社） 

・九都県市合同防災訓練、千葉市シェイクアウト訓練等への参加。  

・全スタッフ対象 千葉市防災普及公社主催「普通救命講習会」への参加。 

⑧災害、事故等の発生した場合に備え、適切な賠償保険等への加入。 

※リスク発生時には募集要項「１３その他（３）リスク分担に対する方針」のリスク

分担に基づき、市と協議します。 

 

８）本事業を円滑かつ適切に遂行することが可能な管理運営体制を構築するとともに、職員 

の育成及び運営に必要な研修を実施します。また、市が開催する本事業に関わる説明

会・研修会に参加します。 

 

（4）指定管理区域周辺の管理者との調整・協力 

本施設の管理運営にあたり、市や関係機関および管理区域周辺の管理者等と調整・協

力・連携を図り、的確な業務を実施します。 

１）関係機関との調整・協力 

  ①災害緊急時には、市民の自主防災活動や緊急避難地など応急復旧活動を行う活動拠点と

なることを考慮して、市や医療機関、関係機関等と協力します。 

  ②救急搬送用ヘリコプター離着陸場として指定されている施設（野球場、球技場）につい

ては、活動がスムーズに行えるよう協力します。 

  ③選挙における投票所、開票所、期日前投票所等としての使用要請にあたり、会場設営・

撤去、投票当日の運営が円滑に行えるよう協力します。  

 

２）公園緑地事務所との調整・協力 

 中央・美浜公園緑地事務所、花見川・稲毛公園緑地事務所、若葉公園緑地事務所、緑 

公園緑地事務所と連携を図り、互いに協力して、ご利用者のニーズに即した、安全で快

適な管理運営を行います。 
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３）公園管理許可受者及び指定管理者との調整・協力 

稲毛海浜公園・昭和の森公園の管理運営者と連絡・調整・協力・連携を図ります。 

 

４）有料駐車場管理者との調整・協力 

  稲毛海浜公園・花島公園・昭和の森公園有料駐車場の管理運営者と連絡・調整を図り、

利用者に支障をきたすことがないようにします。 

 

（５）事業計画・事業報告書の作成 

１）事業計画書 

毎事業年度の９月 15 日（市が休日にあたる場合は次の営業日）までに、翌事業年度 

の事業計画書案（基本協定書別記第 4）に収支予算見積書（様式第１号）を添付して提

出します。 

また、次年度の事業計画案の内容を踏まえ、毎事業年度の３月 25 日（市が休日にあ

たる場合は次の営業日）までに、翌事業年度の事業計画書（基本協定書別記第 5）に収

支予算書（様式第 2 号）を添付して提出し、その承認を申請します。 

 

２）月次報告書（当月度実績） 

毎月 10 日（市の休日にあたる場合は次の営業日）までに、前月の管理業務に係る次

の報告事項を記載した、月次事業報告書（基本協定別記第 6 に基づき、管理施設を所轄

する関係課と協議した事項）を提出します。 

①管理業務の実施状況に関する事項 

②管理施設の利用状況に関する事項 

③利用料金その他の収入の状況に関する事項 

④管理業務の実施に要する経費の支出の状況に関する事項 

⑤前各号に掲げる事項のほか、市が指定する事項 

 

３）年次報告書 

   毎事業年度終了後３０日以内に、報告事項を記載した事業報告書（基本協定別記第 7

に基づき、管理施設を所轄する関係課と協議した事項）に、収支決算書（様式第 3 号）

を添付して提出します。 

 

（６）管理規程・マニュアル等の作成 

管理業務に従事する従業員が適切に管理業務に関する職務を実施することができる

よう、指定期間の初日までに、管理業務に関する各種規程・マニュアル等を作成、提出

します。また、各種規程、マニュアル等の内容を変更した場合にも、同様とします。 

①規定・マニュアルは、関係法令等及び施設維持管理基準に適合するものとします。 

②規定・マニュアルの作成に当たっては、内容について市と協議します。 
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第２ 管理体制 

スポーツ施設・都市公園施設・花島コミュニティセンターを千葉市民の皆様が「安心・安

全・衛生・快適」にご利用いただけるよう、安定的な経営環境のもと、高いサービス品質確

保を追求する運営管理体制を構築します。 

 

（１）責任体制（組織）業務体制 

管理運営の対象となる施設は市内一円に点在しており、各施設の管理運営を効果的、効率

的に行うため、また、それぞれの施設間の調整や連携、相互連携によるサービスの向上と均

一化、安全管理の徹底を図るため、全施設を統括管理する本部を設置。さらに、施設を４エ

リアに分け、エリアリーダーを任命。各エリアには施設に精通した施設維持担当者を配置。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）人員配置・業務分担 

業務遂行においては全管理施設のマネージメントを行う機能と、各施設の管理運営業務に

あたるオペレーション機能に分け利用者の利便の向上、事故の発生の予防、事故発生時の迅

速かつ円滑な対応等が図られるよう管理業務に関し体系的な組織体制を構築します。 
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１）マネージメント機能（全管理施設のマネージメント） 

・統括責任者    全管理施設の運営・維持管理の統括業務 

・副統括責任者   統括責任者の補佐及び、代行業務 

・エリアリーダー（館長兼務） エリア毎の営業促進、施策制定 

・施設維持担当者  点検保守、修繕計画、維持管理、緊急時の初動対応 

・担当者（兼務）   人事関係担当・研修担当・経理担当・広報担当・システム担当 

 

■主な業務内容 

・各施設を巡回支援 

・千葉市との連絡調整業務 

・市民や関係団体との相談要望、調整業務 

・事故、災害発生時の統括、その他、リスク管理業務 

・施設の売上、経費管理業務 

・スタッフ雇用、障がい者雇用、労務管理 

・施設管理運営業務の指導監督、モニタリング業務 

 

２）オペレーション機能（各施設の管理運営） 

施設責任者（館長）のもと、スタッフ一丸となり、サービスの品質向上と業務の効率

化を目的に、バランスの良い施設管理業務を実施します。 

・館長（施設責任者）施設の管理運営業務の総括責任者、スタッフの指導監督 

・チーフスタッフ  施設の管理運営業務の担当責任者、スタッフの教育 

・スタッフ     施設の管理運営・維持管理業務 

・臨時スタッフ   夏期プール運営等の繁忙期の管理運営・維持管理業務 

 

（３）緊急時の体制 

緊急事態発生時には、図に示すような連絡体制に従って館長又は初期対応スタッフより、

統括責任者へ正確に且つ、迅速に報告・連絡・相談を行います。統括責任者の指示により、

千葉市、警察署、消防署、保健所、近隣医療機関など関係機関へ連絡、対応を行います。 

①統括責任者は、現場状況の報告により判断し、施設利用者、近隣住民の安全を最優先に状

況に応じて迅速に対応。場合によっては全スタッフを動員します。 

②開場時間外、休場日の施設緊急対応は、業務委託先の警備会社対応による現場確認、一次

対応を行い、現場状況を警備会社より統括責任者に報告。統括責任者は館長と相談の上、

迅速に緊急対応にあたります。 

③緊急時には「安全・危機管理マニュアル」に則り対応いたします。また、緊急連絡体制図

を作成、管理施設に掲示、千葉市関係部署に提出します。 
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緊急時の連絡・指示体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④バックアップ体制 

本施設の管理運営に影響を与える緊急事態や不測の事態が発生し、本施設のスタッフの 

みでは対応困難な場合には、スポーツクラブＮＡＳの本社危機管理機能を活用してバックア

ップ体制を整えます。 

さらに、スポーツクラブＮＡＳの千葉市内直営事業所のＮＡＳおゆみ野、そして、千葉県

内の事業所から人員配置、運営補助等の対応を講じることで千葉市への負担を最小限に抑え

ます。 
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第３ 運営計画 

本施設を健康で有意義な生活を送るための一拠点として、不安なく安心して足を運んでいた

だき、安全で快適な心地よい時間を過ごし、継続してご利用いただくことが重要と考え、お客

様目線に立った施設運営・施設維持管理業務を実施いたします 

  

（１）年間計画 

１）休場日について 

    関係条例に基づき、休場日は年末年始（１２月２９日～翌年１月３日まで）とします。

その他、市から、臨時に休場日を変更し、又は年末年始の休場日以外の日を休場日とす

る要請があった場合には、利用者への周知について必要な措置を講じ休場日とします。 

 

２）屋外プール開場（営業）期間について 

    都市公園条例では、供用日を７月 15 日～８月 31 日と定められているが、気候天候

等に考慮して、ご利用者のニーズに即した開場期間を設定します。開場期間の設定は、

事前に市と協議の上で、承認を得ます。 

対象施設：千葉公園・幸町公園・みつわ台第２公園・有吉公園・古市場公園水泳プール

高洲スポーツセンタープール 

 

３）開場（営業）時間について 

①関係条例に定められた、開場時間を基本といたします。 

 

②その他、市から臨時に開場時間を変更し、又は開場時間以外の時間で施設開場の要 

請があった場合には、利用者への周知について必要な措置を講じます。 

    

③上記①以外の時間において、施設利用促進、ご利用者のニーズに即した開場時間の拡

大（早朝営業・日没営業・夜間営業等）を設定します。開場時間の設定は、事前に市

と協議の上で、承認を得ます。 

ア．早朝営業 7：00 から 

対象施設：野球場・庭球場・グラウンドゴルフ場・屋内プール 

イ．時間延長・夜間営業 

 ：花島公園弓道場 18：00～21：00 通年 

：高洲スポーツセンター 21：00～23：00   5 月-6 月の金曜日・土曜日   

ウ．日没営業 19：.00 迄 

対象施設：野球場・球技場・多目的グラウンド・庭球場・グラウンドゴルフ場     

 

※開場時間および屋外プール開場期間は、第 11 別添「各施設の開場時間」にて提出 
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３）利用制限 

    施設の利用制限を行う場合には、緊急時を除き１ケ月以上前からホームページ、施設

での掲示物、スタッフによる口頭説明等により周知、利用者へ必要な措置を講じます。 

①施設無料開放による施設の利用制限 

ア．千葉市が定める無料開放日 

こどもの日、スポーツの日、市民の日（１０月１８日及び直近の土、日曜日） 

   対象施設：体育館とトレーニング室、北谷津温水プール、花島公園弓道場、 

中田グラウンドゴルフ場 

イ．指定管理者が定める無料開放日 

   敬老の日（対象者は６５才以上の方）、成人の日（対象者は開催年度に 20 才の方） 

対象施設：体育館とトレーニング室、北谷津温水プール、花島公園弓道場、 

中田グラウンドゴルフ場 

ウ．指定管理者が定めるプール施設の無料開放日 

海の日（対象者は幼児、小学生、中学生のお子様） 

   対象施設：千葉公園、幸町公園・みつわ台第２公園・有吉公園水泳プール、 

古市場公園水泳プール、高洲プール、北谷津温水プール 

 

②市や関係機関等への協力依頼による利用制限 

ア．選挙における投票所等の利用 

対象施設：宮野木体育館、古市場体育館、花島公園センター 

イ．避難所運営委員会、地域防災訓練等の利用 

     対象施設：みつわ台体育館、高洲体育館、磯辺体育館、宮野木体育館、花島公園セ 

ンター、古市場体育館・野球場 

ウ．みつわ台祭り実行委員会の主催イベントの利用 

対象施設：みつわ台体育館・野球場 

エ．市の開催する事業等の利用 

対象施設：全施設 

   

③野球場・球技場（野球場利用時）の利用制限 

ア．安全管理上「硬式・準硬式球」での練習又は試合は開催することができない。 

対象施設：全野球場、および花島公園球技場、昭和の森球技場 

イ．冬期グラウンド整備（１月 10 日から２月末を予定） 

対象施設：全野球場、および花島公園球技場、昭和の森球技場の一部（隔年） 

 

④磯辺スポーツセンター多目的グラウンドの利用制限 

ア．安全管理上「硬式・準硬式球」での練習又は試合は開催することができない。 

イ．野球の利用は少年野球に限る。 
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ウ．利用者の安全を考慮し、半面を「野球・ソフトボール」で使用するとき、残る半面 

を「野球・ソフトボール」以外のスポーツで使用することができない。 

例）利用可能な組み合わせ 例）利用不可能な組み合わせ 

Ａ面 少年軟式野球 Ｂ面 ソフトボール 

Ａ面 サッカー   Ｂ面 サッカー 

Ａ面 サッカー   Ｂ面 ラクロス等 

Ａ面 少年軟式野球 Ｂ面 サッカー 

Ａ面 ソフトボール Ｂ面 サッカー 

 

⑤球技場（サッカー利用時）、多目的運動場の利用制限 

芝地については、ご利用者にとってより良いコンディションでＪリーグチーム等の 

練習が可能なレベルで維持することを目標に、整備期間が必要と判断される場合には 

適正かつ最短の養生期間を設ける。 

対象施設：稲毛海浜公園球技場、中田球技場・多目的運動場 

 

⑥庭球場クレーコートの利用制限 

クレーコートの冬期整備（２月１日～２月末予定） 

対象施設：稲毛海浜公園庭球場、宮野木庭球場のクレーコート（隔年） 

 

⑦プール（屋内・屋外）の利用制限 

気候変動による渇水、光化学スモッグ、雷雨等の異常気象や設備故障、プール水質異 

常等により衛生面が確保できない場合など、利用の安全が確保できない場合。 

対象施設：千葉公園、幸町公園・みつわ台第２公園・有吉公園・古市場公園水泳プール 

高洲プール、北谷津温水プール 

 

  ⑧施設修繕、設備点検等による利用制限 

修繕、設備点検等により、施設の貸出、利用を制限する場合には、利用者への周知期

間を十分確保した上で、ホームページ、施設内への掲示、スタッフによる口頭説明や市

政だよりへの掲載等の必要な措置を講じます。 

緊急に必要な利用制限措置を実施する場合には、市と協議の上、利用者への周知に配

慮、最小限度の利用制限とします。 

 

４）優先利用（利用調整）計画／スポーツ施設・都市公園施設 

本施設の利用調整にあたり、事前に市と協議の上、公共性・公益性のある行事につい

ては、管理運営の基準に示された「利用調整業務基準」に従い、一般利用の受付開始前

に日程の調整及び確保を実施します。行事日程の調整・確保を行う際は、当該行事の公

共性・公益性を勘案するとともに、一般利用及び個人使用の受付区分において利用する

市民等のニーズに最大限、配慮します。 
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①最優先行事 

調整者 千葉市 

対象行事 

国際、全国規模の大会競技会等 

その他、特に公共公益性が高い行事等 

千葉ロッテマリーンズの利用（稲毛海浜公園屋内運動場） 

対象施設 全ての施設 

実施時期 利用前年度の 10 月末まで 

調整方法 対象行事の受付・調整を行い、その結果通達に従う。 

 

②第１次調整 

調整者 千葉市 

対象行事 

千葉市主催行事等 

ジェフユナイテッド市原・千葉の利用（稲毛海浜公園球技場） 

千葉ゼルバの利用（千葉公園総合体育館） 

対象施設 全ての施設 

実施時期 利用前年度の 11 月から 12 月上旬まで 

調整方法 対象行事の受付・調整を行い、その結果通達に従う。 

※稲毛海浜公園球技場について、例年ＧＷ前後で、４月２０日頃から５月１５日頃まで、

ジェフユナイテッド市原・千葉レディース及びアカデミーの練習場として利用予定。 

 

③第２次調整 

調整者 指定管理者 

対象行事 

休場日及び、大規模修繕等 

芝生養生による利用不可日 

指定管理者の自主事業の開催日 

対象施設 全ての施設 

実施時期 利用前年度の 12 月上旬から 12 月中旬まで 

調整方法 

  

第３次調整以降の日程調整に配慮するとともに、対象行事の日程を事前

に千葉市と協議を行い決定する。 

※昭和の森について、隣接する昭和の森フォレストビレッジによる優先予約に配慮する。 

 

④第３次調整（利用調整会議） 

調整者 指定管理者 

対象行事 
千葉市体育協会及び同加盟団体、その他公共公益団体が主催する行事及

び協議会等 
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対象施設 

体育館：千葉公園体育館（千葉公園総合体育館）、花島公園体育館、 

野球場：みつわ台第２公園野球場、古市場公園野球場、有吉公園野球場

犢橋公園野球場、宮野木野球場、中田野球場 

庭球場：稲毛海浜公園庭球場、袖ヶ浦第４緑地庭球場 

武道場：（千葉公園総合体育館） 

実施時期 利用前年度の 12 月下旬から 2 月下旬まで 

調整方法 
利用調整会議参加団体より事業計画を徴したのち、利用調整会議を開催

し調整を図る。 

※ 第３次調整対象施設について一般利用枠を設定する。 

※ 体育館の調整は千葉ポートアリーナと協力の上で開催する。 

 

⑤第４次調整 

調整者 指定管理者 

対象行事 

球技場を利用する行事等 

プールを利用する行事等 

弓道場を利用する行事等 

対象施設 

球技場：稲毛海浜公園球技場、花島公園球技場、中田球技場 

プール：千葉公園水泳プール 

弓道場：（千葉公園総合体育館） 

実施時期 利用前年度の2月中 

調整方法 事業計画を徴したのち、個別調整を行う。 

 

⑥随時受付 

調整者 指定管理者 

対象行事 その他団体が主催する行事及び競技会等 

対象施設 全ての施設 

実施時期 利用前年度の３月１日から利用月の２カ月前まで 

調整方法 一般利用及び個人使用に配慮した調整を行う。 

 

５）優先利用（利用調整）計画／花島コミニティセンター 

①６ヶ月前から使用受付を可能とする団体 

・千葉市 

・指定管理者 

②３ヶ月前から使用受付を可能とする団体 

・町内自治会 

・地域運営委員会（設立準備会を含む） 

・社会福祉協議会地区部会、社会教育関係団体等 
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６）一般利用受付 

①「ちば施設予約サービス」を用いた一般利用受付 

ア．スポーツ施設の優先利用の利用調整後、一般利用を受け付ける。利用者が利用しよ

うとする月の属する月の 1 ヶ月前の 1 日から 7 日まで、千葉市在住、在勤、在学者

を対象に抽選を受け付ける。抽選日は毎月 8 日とし、抽選結果について利用者の登録

したメールアドレスへの配信。各施設での掲示などの方法により、利用者に周知しま

す。利用前月の 10 日からは、全てのシステム登録者に対して、利用前日まで随時申

込を受け付ける。 

   イ．花島コミニティセンター諸室の一般利用受付は、利用者が使用しようとする月の属 

する月の２ヶ月前の１日から１０日まで、千葉市在住、在勤、在学者を対象に抽選を

受け付ける。抽選日は毎月１１日とし、抽選結果について利用者の登録したメールア

ドレスへの配信。各施設での掲示などの方法により、利用者に周知します。 

抽選後空きとなっている諸室の予約申込は先着順とし、利用者が使用しようとする 

月の属する月の２ヶ月前の１１日から使用しようとする日の前日まで受け付ける。 

 

■「ちば施設予約サービス」対象施設 

施設  

みつわ台体育館・みつわ台第 2 公園 体育館 野球場 庭球場 

高洲スポーツセンター 体育館 スタジオ 

磯辺スポーツセンター 体育館 多目的グラウンド 

稲毛海浜公園 野球場 庭球場 球技場 屋内運動場 

袖ケ浦第 4 緑地 庭球場 

宮野木スポーツセンター 体育館 野球場 庭球場 

犢橋公園野球場 野球場 

花島公園 体育館 庭球場 球技場 

有吉公園 野球場 庭球場 

古市場体育館・古市場公園 体育館 野球場 庭球場 

中田スポーツセンター 
野球場 庭球場 球技場  

多目的運動場 グラウンドゴルフ場 

昭和の森 庭球場 球技場 

花島コミニティセンター 諸室 

 

②施設窓口、電話による利用受付 

予約システムの対象とならない施設の一般利用、および、個人使用の受付については、

優先利用の利用調整後に、施設毎に予約期間を設けて、窓口、電話等により受け付ける。 

（２）利用料金等 
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１）利用料金 

       利用料金の額は、千葉市スポーツ施設設置管理条例１０条第２項、千葉市都市公園 

条例２０条２項及び千葉市コミュニティセンター設置管理条例１２条２項に規定され 

る額と同額とします。具体的な利用料金は「第 11 添付資料（2）各施設の利用料金表」 

のとおりです。 

  

 ２）利用料金の減免 

千葉市スポーツ施設設置管理条例第１１条及び千葉市スポーツ施設管理規則第７条、

千葉市都市公園条例第２１条及び千葉市都市公園条例施行規則第１４条、千葉市コミ

ュニティセンター設置管理条例第１３条及び千葉市コミュニティセンター設置管理条

例施行規則第 8 条に基づき、利用料金を減免します。また、指定管理者が設定する利

用料金の減免は、事前に市の承認を得て実施します。 

減免に相当する額は、指定管理料に含むものとして、市に求めません。 

①個人利用 

管理規則に定める手帳を提示して本施設を使用する障がい者の利用料金は、全額免除

とする。また、障がい者に付き添って本施設を使用する介護者については、障がい者１

名につき介護者１名の利用料金を全額免除する。 

 

②団体利用 

ア．障がい者が主体となって組織する団体がスポーツ活動のために使用する場合は、利 

用料金の全額減免。 

イ．千葉市立小・中・特別支援学校及び高等学校が当該学校の体育の教科の授業に使用

する場合は、利用料金の全額減免。 

ウ．社会福祉法に規定する社会福祉法人が使用する場合は、利用料金の半額減免。 

エ．体育及びスポーツ振興を図ることを主たる目的とする団体で、市長が指定するもの 

がその主催するスポーツ活動のために利用する場合は、利用料金の半額減免。 

 

③市長が特に必要があるとして認める利用 

ア．無料開放日 

こどもの日、スポーツの日及び市民の日（１０月１８日及び直近の土曜・日曜日） 

体育館とトレーニング室、北谷津温水プール、花島公園弓道場、中田グラウンドゴ

ルフ場の個人利用料金の全額減免。 

イ．市が配布する「ふれあいパスポート」対象者の北谷津温水プール利用料金の全額減 

免。（毎週土曜日１日１回２時間まで） 

ウ．市が実施するＷｅｂアンケート制度の謝礼の無料招待券を提示する者の利用料金の 

全額減免。 

エ．千葉市地域防災計画により、避難場所・避難所として指定される施設における、避
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難所運営委員会等の開催および訓練実施に伴う利用料金の全額免除。 

オ．自治会等の主催による行事で、市と協議の結果、協力することが妥当と認められる 

場合の利用料金の減免。 

カ．稲毛海浜公園屋内運動場においては、プロ野球球団「千葉ロッテマリーンズ」によ 

るアカデミー教室が開催の利用料金は、市と（株）千葉ロッテマリーンズとの協定 

により「アマチュアスポーツ以外に使用するとき」の区分の額とし、球団の地域貢 

献事業を考慮し、照明料含む利用料金の半額減免。 

   キ．その他、市長が特に必要があるとして利用料金の減免を認める場合。 

 

④指定管理者が提案した利用料金の減免 

ア．個人利用料金の 2 割減免 

対象者：65 歳以上の方 

イ．個人利用料金の 2 割減免（花島コミュニティセンターを除く） 

対象者：生活保護家庭、母子家庭・父子家庭・失業中の世帯 

   ウ．個人使用回数券の販売 

各個人利用料金 10 回の額で 11 回分の回数券とする。但し、一般減免回数券は減

免の重複はしないとする。（一般減免回数券１０回分 1,800 円） 

   エ．個人使用定期券の販売 

利用開始日から１ヶ月間（31 日）利用可能。 

一般定期券 3,500 円、中・高校生定期券 2,000 円、小学生以下定期券 1,500 円 

北谷津温水プール通常期（７月・８月を除く）定期券は、一般４,500 円、中・高校 

生３,000 円、小学生以下 1,500 円 

オ．指定管理者が定める無料開放日 

   敬老の日（対象者は６５才以上の方）、成人の日（対象者は開催年度に 20 才の方） 

体育館とトレーニング室、北谷津温水プール、花島公園弓道場、中田グラウンドゴ

ルフ場の個人利用料金の全額減免 

カ．指定管理者が定めるプール施設の無料開放日 

海の日（対象者は幼児、小学生、中学生のお子様） 

   千葉公園、幸町公園・みつわ台第２公園・有吉公園・古市場公園水泳プール、高洲 

プール、北谷津温水プール 

  キ．その他、施設の利用促進方策（事前に市と協議の上、実施いたします。） 

a. 利用促進イベント参加者に無料招待券を配布。 

b. 個人使用者の継続利用促進ポイントカード（１０回利用で 1 回無料）の実施。 

c. 冬季限定利用、新規同伴利用、日没延長利用等のキャンペーン(割引)料金の実施。 

    

  

３）利用料金等の管理 
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      各施設で取り扱う利用料金等の管理は、Ｗeb 上で管理可能な「ネットレジスター」 

を利用して管理を行います。売上金は、施設責任者または、それに準ずるものが精査 

の上、現金売上は 4 か所の拠点（高洲スポーツセンター、千葉公園総合体育館、古市 

場体育館、花島公園センター）に設置された現金納金機に入金します。 

現金納金機に入金した時点で、現金管理責任は警備会社となり、警備会社により指

定した金融機関（三井住友銀行）へ、安全確実な現金輸送を行います。 

 

（３）使用許可業務 

公の施設の管理者として関係法令に則り、施設の使用許可業務を市に代わり行います。 

１）個人使用許可 

     個人使用における使用許可は、個人使用券、超過券、個人使用回数券、個人使用定

期券の購入により許可する。 

 

２）専用使用許可 

基本協定書第３２条の規定に基づき、市に届け出た下記の使用許可業務に係る審査

基準等に則り業務を行います。 

・千葉市スポーツ施設、千葉市都市公園施設使用許可業務に係る審査基準等 

・千葉市花見川区コミュニティセンター使用許可業務に係る審査基準等 

 

３）使用不許可処分等の対応 

スポーツ施設条例第６条若しくは第７条又は公園条例第１１条若しくは第１２条又

はコミュニティセンター条例第９条若しくは第１０条の規定により、管理施設を使用

しようとする者に対し、使用の不許可、制限若しくは停止又は使用許可の取消しの処

分を行う際には、事前に市と協議の上、実施。遅滞なく報告します。 

 

（４）施設の貸出業務 

１）基本方針 

①施設の貸出・利用について利用者の利便性及び安全性に十分に配慮します。 

②公の施設であることを常に念頭に置き、施設の利用者に対し、平等に応対します。 

③利用者が危険な行為、公序良俗に反するような行為等を行わないよう注意します。 

④備品の管理、貸出、更新、レイアウト変更、新規導入には、利用者の利便性を高める 

ため、必要な対応を図ります。 

⑤利用後の簡易清掃、整備は利用者に依頼し、その後の点検・整備・清掃等を行い、次の 

利用者が安全で快適な施設利用できるよう努めます。 

⑥修繕、設備点検等により、施設の貸出、利用を制限する場合には、施設利用者等への周 

知期間を十分確保した上、ホームページ、施設内への掲示、スタッフによる口頭説明や 

市政だよりへの掲載等の必要な措置を講じます。 
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2）貸出区分 

本施設の貸出区分は、「専用使用」と「個人使用」に分類され、さらに、専用使用は 

「優先利用」と「一般利用」に分類して貸出業務を行う。 

 

（５）施設利用受付業務 

１）基本方針 

市民の公平・平等な対応に努め、迅速・確実・丁寧な応対を図ります。施設予約シ

ステムへの利用者登録受付、施設等の利用申込、使用許可、料金徴収、各種の案内等、

施設やサービス内容の特性を踏まえ、利用者の利便性に配慮した運営を行います。 

 

２）施設貸出区分ごとの受付業務 

①「優先利用」の受付は、第 3（１）年間計画 ４）優先利用（利用調整）計画に基づき

行います。 

②「一般利用」の貸出は、第 3（１）年間計画 ６）一般利用受付に従い行います。 

③「個人使用」対象となる施設は、第 3（１）年間計画 ４）優先利用（利用調整）計画 

に従い、「優先利用」決定後、「個人使用」貸出枠を計画、利用者に周知します。 

 

（６）施設運営業務 

自らのノウハウを積極的に活用し、創意工夫することにより、合理的かつ効率的に業

務を実施します。利用者満足度の向上、スポーツ・レクリエーションの振興、利用者の

健康増進に努め、「安全・安心・衛生・快適」な施設運営に努めます。 

１）接客業務 

①利用者の利便性、安全性に配慮すると共に、利用者に対し公平・平等な対応に努め、

迅速・確実・丁寧な接客応対を行います。 

②施設に関するご意見や要望に対し、迅速に誠意をもって対応します。いただいた、ご

意見・要望内容を分析、管理して、運営業務の糧とします。 

③ユニバーサルサービスを実践します。 

④迷子の捜索・保護および放送、拾得物の保管および遺失物の捜索を行い。状況に応じ

て警察等の協力を要請等、適切な対応を行います。 

⑤施設及び施設周辺をホームレスが起居の場所として使用し、施設利用者等の適正な利

用が妨げられている場合は、市と協力して必要な措置を講じます。 

  

２）施設の運営業務 

①利用者および利用時間の管理を行い、利用待ちがある場合には、超過出来ないこととし、

公正で公平な運営を行います。 

②施設利用上の不備の無いよう、営業前、営業中、営業後の施設点検・清掃・整備を行い、
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利用種目に必要となる備品、用具等の確認・準備、ライン石灰等の消耗品の確認、補充

を行います。 

③施設利用上必要となる付帯施設、照明設備、更衣室、シャワー室、トイレ等の定期的な

点検・清掃等を行います。 

④不具合箇所を発見した場合は、速やかに修繕、交換等の対応を行います。 

   

３）プールの運営業務 

    水泳プールの運営・維持管理業務にあたり、「プールの安全標準指針」（文部科学省及

び国土交通省策定）、「遊泳用プールの衛生基準(厚生労働省通知)」「千葉市遊泳用プール

指導要綱」、管理運営の基準に則り運営を行います。 

①管理責任者の配置  

プール事業の運営、施設の安全、衛生面、必要な届出等に関する全般的な管理責任者

を配置する。該当者は公的な機関や公益法人等の実施するプール運営に関わる講習会等

の受講修了者とする。 

②衛生管理維持  

ア．プール運営に関わる衛生管理技能を有する衛生管理担当者を配置する。 

イ．水質管理、利用者への指導、日常清掃、定期清掃等により、常に利用者が衛生的か

つ快適に利用できる状況を維持する。 

③監視・救護体制  

ア．事故等の防止、緊急時の対応能力、訓練を受けた、安全管理体制に必要となる人員

を確保、配置する。 

イ．プール利用者に、関係法令及び注意事項を遵守させるとともに、水面を常に注視し

事故が発生しないように万全を期し、遊泳者が安全で快適に遊泳できるよう、プー

ル運営に努める。 

ウ．利用者の安全・健康を踏まえ、一定の休憩時間を確保し、利用者の安全面、体調面

に 特に注意を図ります。 

エ．事故等の発生に備え、日頃から救急法、応急処置に関する訓練・準備等を行い、関

連するマニュアルを整備する。 

オ．事故発生時には、直ちに人工呼吸等の応急処置を行うとともに、医療機関、保護者

千葉市、関係機関等に連絡、要請を取り、迅速かつ慎重に対応にあたります。 

 

４）花島公園センターの運営業務 

花島公園センターは、スポーツ・レクリエーションの場とコミュニティ活動の場が共 

存する、市民の皆様にとって有意義な環境が整った施設です。花島公園、都市公園施設、

花島コミュニティセンターに、それぞれの目的を持って訪れる全てのご利用者・来場者

に分け隔てなく「安全・安心・衛生・快適」な場の提供とホスピタリティな接遇をもっ

て応対します。 
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  ①都市公園施設責任者の他、コミュニティセンター業務に関する責任者（所長）を配置。

コミュニティセンター所長会議に積極的に参加し情報の共有を行います。 

  ②都市公園施設、コミュイティセンターが一部異なるルールの予約システムの利用となる

ため、利用者に不安や不信感を与えないよう、スタッフは、それぞれのシステムの研修、

教育を行い、お客様の応対を実施します。 

  ③花島コミュニティセンター利用者のうち、（有）花島公園協力会が運営する花島公園内の

有料駐車場を利用した者に対し、（有）花島公園協力会が用意する駐車場の無料サービス

券を交付し、交付枚数を毎月の月次事業報告書と合わせて、市へ報告します。 

  ④花島公園センターには、花見川公園緑地事務所が設置されており、同事務所と互いに協

力しあい、利用者ニーズに即した管理運営を行います。 

 

（７）広報・プロモーション計画 

本施設の設置目的や施設を認知していただき安心して足を運んでいただくため、利用

促進の第一歩として、以下の広報・プロモーション活動を実施いたします。 

①施設案内リーフレット・利用ガイド配布。 

・本施設一括のパンフレット、施設毎のリーフレットの設置。 

②インターネットホームページの開設、更新。 

・施設案内、利用ガイド、自主事業の案内、お知らせ、問合せ受付ページの作成。 

③千葉市と協議の上 市政だより等の千葉市広報紙への掲載。 

・自主事業スポーツ教室他、イベント、企画の募集告知の依頼。 

④地域情報誌、ケーブルテレビ、ラジオ放送局等への広告依頼 

・利用促進チラシの配布や、利用促進イベント等の取材依頼。 

⑤折込みチラシ、手配りチラシ、ポスターの作成。 

・早朝営業、日没延長営業、利用料金割引キャンペーン等の利用促進施策の告知。 

・利用促進イベント、自主事業スポーツ教室等の募集告知。 

⑥利用促進イベントの開催。（無料開催） 

・アスリートキャラバン 千葉市に縁のあるアスリートによるスポーツ教室。 

⑦その他、プロモーション活動。         

・本施設近隣の商店や公共施設へのチラシ・ポスター設置依頼。 

・町内会、学校、千葉市の各種スポーツ協会、団体、企業等への営業活動。 

・最寄駅前等における広報物（うちわ、ポケットティッシュ等）のサンプリング。 

 

（8）研修・訓練計画 

管理業務に従事するスタッフが均一の水準で職務に当たれるよう、計画的な人財育成 

教育研修、訓練を行い、さらに、利用者の声をモニタリングしながら業務水準の維持向

上に役立てます。 

１）教育計画 
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①思いやりを持った明るい挨拶や約束を守るなど凡事を徹底し、市民の皆様と誠実に信頼

関係を築ける“人財”の育成。 

②ご利用者・市民の皆様の視点に立ち、細かい所に気付くホスピタリティ溢れるサービス

を探求し提供できる“人財”の育成。 

③施設運営のプロフェッショナルとして、職務に求められる目的、水準を達成し、改善・

維持する“人財”の育成。 

④公の施設の管理運営に従事する者として、自覚と責任ならびにコンプライアンスに強い

意識を持って職務に取組む“人財”の育成。 

 

２）研修計画 

研修名 頻度 主な研修内容 

サービス研修  年度計画(毎月) 接客、接遇、マナー、クレーム応対など 

安全会議・研修 年度計画(毎月) リスク管理、施設内の事故対応など 

ＣＳＲ研修 年２回 コンプライアンス・労務管理など 

個人情報保護 年１回  関係法令の理解、取扱い、管理方法など 

防災訓練 年２回 火災・地震発生時の避難訓練など 

普通救命講習 採用・配属時 外部団体講習会。ＡＥＤ救命講習 

安全運転講習 年１回 公用車、マイカー、自転車など事故防止 

指導者研修 ＯＪＴ 水泳、トレーニング指導法等 

整備機器取扱研修 随時 ＯＪＴ 整備車両・機器・用具取扱い方法 

※千葉市防災普及公社主催の普通救命講習（ＡＥＤによる心肺蘇生・異物除去・止血法）

を受講、技能認定証を取得します。 

※上記の他に、市が実施する説明会・研修会への参加。資格取得、外部セミナー等に 

積極的に参加します。 
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第 4 維持管理計画 

経年劣化等による事故や突発的な対応（事後保全）を極力少なくするために、建築物・建

物設備の機能・性能を把握して劣化の状態を予測し、異常な兆候をできるだけ早く発見する

ために、予防保全に重点を置いた管理を徹底し、本施設を訪れる全ての方が、「安全・安心・

衛生・快適」に利用いただけるよう、以下の事項を基本方針と定め、施設維持管理業務を遂

行します。 

①関係法令等の遵守。 

②施設の環境を安全、快適かつ衛生的に保ち、利用者の健康被害を未然に防止する。  

③施設が有する機能及び性能等を保つ。 

④合理的かつ効率的な維持管理の実施に努めること。 

⑤物理的劣化等による危険・障害等の発見・点検に努める。 

⑥予防保全に努める。 

⑦環境負荷を抑制し、環境汚染等の発生予防、省資源、省エネルギーに努める。 

 

（１）建築物維持管理業務 

①建築物に対して、関連法令等の規定や「建築保全業務共通仕様書」を参考に、日常点検、

定期点検、法定点検（建築基準法第１２条）を実施、報告書を提出します。 

②点検に当たっては、特に天井・外壁の雨漏り・劣化、床、階段、手すり等の劣化・損傷

など、利用者の安全性、快適性に配慮した点検を行います。 

③建築物の仕上げ材等に関しては、結露やカビの発生防止、開閉・施錠装置、自動扉等の

正常な作動、床仕上げの清掃など、日常的な保守を行います。 

④建築物の不具合を発見した際には、速やかに千葉市に報告します。 

⑤劣化診断や劣化判定及び修繕が必要とされる不具合については、市と協議の上、劣化等

の判断、修繕の決定を行います。 

 

（２）建築設備維持管理業務 

①建築設備に対して、関連法令等の規定や「建築保全業務共通仕様書」を参考に、日常点

検、定期点検、法定点検（建築基準法第１２条）を実施、報告書を提出します。 

②設備の適正な運用を図るため、日常の機器運転管理および監視業務を行い、設備に応じ

た適切な運転記録を作成します。 

③各設備の関連法令の定めにより、点検を実施。また、法令に規定のない場合でも、定期

的に外観点検、機能点検、機器動作点検、整備業務を行います。その際に、必要な消耗

品の保守・更新を行い、適切な記録を作成します。 

④建築設備の不具合を発見した際には、速やかに千葉市に報告します。 

⑤劣化診断や劣化判定及び修繕が必要とされる不具合については、市と協議の上、劣化等

の判断、修繕の決定を行います。 

⑥建築設備維持管理業務の執行にあたり、必要な資格を有する専門員を適正に配置します。 
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（３）車両・什器・備品・リース物件維持管理業務 

  ①車両が正常な機能を保持するため、日常点検・法定点検・定期点検を実施し、不具合箇

所を発見した場合は、市と協議の上、修繕や部品交換等、適切な措置を講じます。 

②車両を使用する場合には、行先や使用内容、車両状態等の運転記録を義務付け、歩行者

への配慮等、安全運転を遂行します。 

  ③自動車任意保険へ加入等、必要な法令等に対処し、万が一の事故対応等に備えます。 

  ④車両・什器・備品・リース物件等の管理のため、備品台帳の整備を行います。備品台帳 

は、千葉市所有の備品については、千葉市が貸与する備品台帳を使用。指定管理者所有 

の備品は、指定管理者が作成する備品台帳にてそれぞれ管理します。 

⑤備品台帳には、備品の品名、規格、購入金額、数量、購入年月日、保管場所（施設）等 

を記載し、現物確認、関係帳簿との突き合わせ、年２回の棚卸業務を実施します。 

  ⑥指定管理料を財源として、管理運営に必要となる、20,000 円以上の既存備品更新、新

規購入した備品等は、適宜、千葉市に報告します。（千葉市の帰属備品等） 

    

（４）植栽維持管理業務 

①植物の維持管理にあたり「千葉市公園緑地維持標準仕様書」を参考に、植物の種類、形

状、生育状況等に応じ、適切な方法による維持管理を実施します。 

  ②施設に訪れる利用者、市民にとって樹木の緑や季節毎の色とりどりの花のあふれる魅力 

的な空間を創出するため、剪定、刈り込み、除草等を適宜に実践します。 

③利用者の導線、活動エリア周辺の樹木については、害虫の早期発見・捕殺、台風時の折

損枝切除等、事故予防を目的とした維持管理を実施します。 

④施肥、潅水および病害虫の防除等を行い、植物を常に良好な状態を保持します。やむを

得ず薬剤散布をおこなう場合には、使用薬剤、肥料等は、環境および安全性に配慮して

選定します。 

 

（５）外構施設維持管理業務 

  ①外構施設に対して、関連法令等の定めや「建築保全業務共通仕様書」を参考に、日常

点検、定期点検、日常清掃等を実施します。 

②点検は、劣化・損傷など、老朽化や利用者の安全性、快適性に配慮して行います。 

③日常清掃は、水拭き、掃き掃除、側溝掃除等を行い、美観の形成に努めます。 

④外構施設の不具合を発見した際には、速やかに市に報告します。 

⑤劣化診断や劣化判定及び修繕が必要とされる不具合については、市と協議の上、劣化

等の判断、修繕の決定を行います。 

 

（６）清掃業務 

①均一の業務管理のため「建築保全業務共通仕様書」を参考に、清掃仕様書を作成します。 

  ②日常清掃、定期清掃及び特殊清掃のほかにも、利用者等に不快感を与えないよう、必要
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に応じて清掃を実施し、施設の良好な環境衛生、美観の維持に努めます。 

③日常清掃、定期清掃等の報告書、実施状況については施設責任者が確認、不備のある場

合には改善を指示、施設維持管理スタッフに報告、相談を行い早期改善に努める。 

 

（７）環境衛生管理業務 

花島公園センターは、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」（ビル管理法）

に基づく特定建築物にあたり、建築物環境衛生管理技術者を配置して、施設が衛生的・快

適に使用できるよう、建築物環境衛生管理基準に従って維持管理を行います。 

また、他の管理施設においても、公の施設として多数の利用者（来館者）が訪れるため

同様の管理を行うよう努めます。 

    ①環境衛生管理に対して、関連法令等の規定を参考に、施設の環境衛生管理に努めます。 

  ②対象施設における、害虫駆除業務の際は、関係法令等の規定および「千葉市の施設等

における農薬・殺虫剤等薬物の適正使用に係る指針」「建築物における維持管理マニュ

アル」を遵守し、薬剤の使用削減を図り、薬剤使用の際には、噴霧法、散布法その他

の有効と認められる駆除方法を選択採用します。 

  ③各施設における、ごみの発生抑制・再使用・再生利用を図り、適正に収集・分別・保

管します。保管されたごみは、市の許可を受けた収集運搬許可業者に処理を委託し、

適正処理を行います。 

 

（８）保安警備業務 

施設運営に伴い事件、事故、自然災害、不審者の来館や建物設備等に起因する事故等が想

定されます。そのため、具体的な保安警備体制として、下記内容を実践し、24 時間 365

日の安全確保に努めます。 

１）具体的な保安警備業務内容  

①事件、事故等を未然に防ぐ、スタッフ一人一人が防犯意識を持つ。 

②事件、事故等を起こしにくい環境（施設の雰囲気、開かれた施設等）の整備に努める。

③防犯対策知識を習得して、事件、事故、自然災害等発生時には公の施設の管理者として 

の認識をもって対応に努めます。 

２）開場時間帯及び開場時間以外の時間帯の保安警備 

①施設開場時間帯、施設スタッフ常駐時の保安警備 

・スタッフによる施設内、業務対象範囲の巡回保安警備により不審者対応、紛失物、異常・

事故の対応にあたります。 

・各施設の開閉時間に伴う施錠、開錠、建物や設備の異常の有無等の確認。 

・異常発生時、対応については施設管理責任者、施設維持管理スタッフ、統括責任者へ報

告、相談、連絡、指示により迅速に対応にあたります。 

②開場時間以外、施設スタッフ不在の時間帯及び休業期間の保安警備 

・機械警備による監視を行います。 
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・管理施設内への不法侵入、火災感知、受水槽の水位異常、受電異常等の監視を行い警備

システム作動時には、警備員が現場駆けつけ状況の確認、関係機関への連絡等、初期対

応を実施後、統括責任者に連絡、報告、指示を仰ぎます。 

 

（９）駐車場維持管理業務 

各施設の駐車場について、施設利用者等の安全を最優先とした管理を実施します。 

①駐車場内一方通行、徐行及び一時停止を徹底することで事故防止を図ります。 

②駐車場の機能、美観を確保するため、定期的な清掃や草刈り等を実施しスタッフにより

巡回を行います。 

③施設を利用しない人の無断駐車や施設周辺の住民による長期無断駐車は「千葉市放置自

動車の発生防止等の条例」に基づき対応します。 

 

（10）体育館維持管理業務 

（11）野球場維持管理業務 

（12）球技場・多目的運動場・多目的グラウンド維持管理業務 

（13）庭球場維持管理業務 

（14）プール維持管理業務 

（15）稲毛屋内運動場維持管理業務 

（16）弓道場維持管理業務 

（17）相撲場維持管理業務 

（18）柔道場・剣道場維持管理業務（千葉公園総合体育館） 

（19）花島公園センター維持管理業務 

（20）グラウンドゴルフ場維持管理業務 

（21）磯辺スポーツセンター管理棟維持管理業務 

 

※上記、（10）から（21）までの維持管理業務については、本事業計画書、管理運営の基準、

各種仕様書、関係法令、規則等に則り維持管理業務を実施します。 

 

（22）光熱水費等の管理業務 

１）光熱水費等の支払事務代行 

本施設の一部都市公園施設について、公園園地分の光熱水費等の支払事務を代行します。 

また、千葉市の設置許可及び貸付により設置されている自動販売機および売店、千葉市の 

管理許可により運営されているレストランの電気料金についても支払事務を代行します。 

 

２）指定管理区域内の自動販売機電気料金の請求事務 

市が契約し、設置されている本施設管理区域内の自動販売機の電気料金について、管理 

許可受者と請求方法を取り決め、自動販売機設置業者へ直接請求します。。 
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３）公園管理者への光熱水費等の支払い 

 ①稲毛海浜公園スポーツ施設 

稲毛海浜公園内の施設の電気、水道、下水道料金および自家用電気工作物管理手数料に 

ついて、市、稲毛海浜公園プール管理許可受者園と協議の上、当施設における光熱水費 

等を支払います。 

  ②昭和の森スポーツ施設  

昭和の森公園内の電気、水道料金について、市、昭和の森指定管理者と協議の上、当施 

設における光熱水費等を支払います。 

 

 ４）公衆電話  

本施設に設置されている、公衆電話の管理保管について適切な管理を実施します。 

 

５）マリンスタジアム基金募金箱・スポーツ振興基金募金箱の管理業務 

本施設に設置されている、標記の募金箱の管理保管について安全対策を実施します。 

 

（23）修繕実施計画 

修繕が必要となる劣化・故障・不具合が確認された場合、担当施設の施設維持担当者 

   が一次調査を実施。点検箇所・概要・状況写真・対応計画を判断した上で、点検結果を

報告。統括責任者は安全確認・運営への影響等のリスク確認、緊急性を判断。対応を決

定します。            

１）軽微な修繕（自営修繕）B ランク       

   緊急性が低く、安全が確保され、運営への影響が少ない、軽微な修繕は施設維持担当者 

が修繕を計画的に実施。 

   ・自営、業者修繕の検討 

・修繕実施期間の検討 

 

２）一般的な修繕（業者依頼修繕）A ランク  

緊急性が低く、安全が確保され、運営への影響が少ないが、専門業者への依頼が必要と 

判断される修繕。施設維持担当者が修繕完了まで一元管理。 

   ・専門業者への見積と修繕の依頼 

・修繕内容、実施期間等の決定 

  

 ３）緊急性を伴う修繕 S ランク              

   安全の確保、運営への影響など、緊急性を伴う修繕は統括責任者主導に対応。 

・「安全・安心・衛生・快適」を最優先に不具合部位の機能回復のため、交換、更新 

修繕を計画、検討の上、速やかに実施します。 

・緊急対応が必要な個所が発見された場合には、千葉市への報告を行い、掲示物による 
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告知、注意喚起、バリケード設置等の利用者の安全確保を講じます。 

・施設維持担当者を中心としたリスク管理を行いながら、速やかに修繕を実施します。 

 

※【小規模修繕業者登録制度の活用】本施設において小規模修繕（費用 100 万円以下）を 

 発注する際には、原則として、千葉市契約課ホームページで一般公開される小規模修繕業 

者登録名簿から業者を選定、複数社に見積依頼を行い内容の精査によりコストコントロー 

ルと業者選定を実施します。 

 

４）計画的な修繕（１件当たり 100 万円以上の修繕） 

   ア．千葉市保全計画策定に係る、要望書の提出 

・本施設の保守管理業務にて蓄積されたデーターに基づき、建築物（建築設備）の法定 

耐用年数、メーカー対応年数、同等事案の修繕履歴、専門業者による原因調査、点検 

検査、見解聴取を実施、検討の上、保全計画策定に係る、要望書を作成提出します。 

   ・千葉市保全計画実施に際しては、施設管理者として利用者への配慮、施設休場（施工） 

期間の調整と確保、安全管理に重点を置き、事業実施に協力します。 

 

イ．指定管理者から提案による修繕計画 

・本施設の管理運営上、利用者への支援計画、施設の利用促進事業の推進、効果的かつ 

効率的な施設保守管理のために必要となる、修繕計画を提案します。 

・計画策定のため、千葉市中長期保全計画等を総合的に考慮して、もっとも合理的、経 

済的な方法を経営的判断により決定します。 

・修繕計画提案書を提出、承認後、提案修繕に関する費用の負担割合、修繕後の施設・ 

設備等の所有権、資産計上、会計処理等について定める協定書を取り交します。 

 

（2４）保険への加入    

利用者等の万一の事故等に備えた施設賠償責任保険（指定管理者特約条項付き）、本施 

設の管理運営に必要となる車両等に関する保険（自動車損害賠償責任保険を除く。）、市の

所有する動産・不動産に対する必要な保険に加入します。 

保険の名称 支払い限度額 

施設の運営に伴う賠償責任保険 

対象施設の使用、管理に起因する賠償の場合 

・ 対人：１億円／１名 ３億円／１事故 

・ 対物：１千万円／１事故 

自動車任意保険 

整備車両含む 
・対人、対物賠償無制限 
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（25）委託事務実施計画 

  指定管理者制度の目的の一つである｢経費の縮減｣と、さらに千葉市の施策において｢市 

内産業の振興｣があります。本施設の施設維持管理業務の一部を積極的に市内業者に委託す 

ることで市内産業の活性化に寄与します。指定管理者とのパートナーシップを構築し、本施 

設の管理運営業務の協力会社として、共に｢市民サービスの向上｣｢経費の縮減｣政策達成のた 

め協力します。業務委託協力会社の選定に際し、以下の事項に基づき実施します。 

尚、指定管理者のノウハウを生かすべき重要な業務については、第三者への業務委託は  

いたしません。 

①千葉市の指名参加登録会社の中から委託協力会社を登用することを原則とします。 

②千葉市のルールに従い指名競争等により登用を決定します。 

③委託協力会社の登用に際し、事業計画書 第 11 別添「令和７年度委託協力業者一覧」 

をもって通知します。年度途中から委託する場合には、その都度市に通知します。 

④暴力団、暴力団員等又は暴力団密接関係者に再委託はいたしません。 

⑤再委託をした管理業務について生じた事由について指定管理者の責任下とします。 
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第 5 事業実施受託業務計画 

（１）市からの事業実施受託業務 

1）コミュニティまつりの開催 対象施設：花島公園センター 

利用団体の情報交換や交流の場として、「コミュニティまつり」を毎年主催します。 

日ごろのサークル活動・研究成果等を発表することにより、コミュニティの輪を広げる

とともに、市民の自主的な活動を推進することを目的とし、地域の自主的な発想の中で

各種展示・発表、模擬店、イベント等を実施し、多くの地域住民の参加を得ています。 

①コミュニティまつり実行委員会を組織します。 

②実行委員会および利用者等と連携・協力し、日程の調整、会場の提供、まつり準備・

開催に関する業務を行います。 

 

２）絵本の読み聞かせ、おはなし会等の実施 対象施設：花島公園コミニティセンター 

千葉市子ども読書活動推進計画に基づき、子どもの自主的な読書活動を推進するため、

絵本の読み聞かせ、おはなし会等を年４回以上実施・計画します。 
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第６ 自主事業計画 

（１）基本方針 

市民の誰もが日常的に参加、利用でき、それぞれの目的に応じたスポーツを楽しめると 

ともに、日頃、スポーツ活動の機会に恵まれない方やスポーツ初心者、レベルアップ志向

の方に対して、幅広く自主事業を提供します。 

弊社が長年に亘り培ってきた運営ノウハウを提供することで、子供から大人まで、初心 

者から上級者の方まで、さまざまな市民の要望に応えるプログラムの提供を行い新たな利

用者の獲得と利用者の満足度の向上に繋げます。 

１）自主事業 企画時の留意点  

①特定の年代や性別に偏らない、公平性のあるもの。 

②事業内容が公序良俗に反しないもの。 

③高齢者、障がい者等が参加しやすい企画とする。 

④わかりやすく、統一された募集チラシ、要項、申込方法、参加要領とする。 

⑤指導上の安全の確保と施設規模、用具等に合わせた定員を設定する。 

⑥通常の利用者の妨げにならないよう、実施施設、時間帯等に配慮する。 

 

2）自主事業 実施時の実施体制及び、留意点  

①専門スタッフ、有資格者による企画実施により安全性を確保します。 

②スポーツ教室等企画参加者に対して、スポーツ傷害保険に加入し補償体制を整えます。 

③指導上の安全の確保と施設規模、用具等に合わせて参加人数を調整します。 

④企画実施に際して、他の施設利用者、来館者に対して、安全の配慮を怠りません。 

⑤参加者から収集した個人情報の取り扱い及び、個人情報の保護については「第１総則(３)

基本事項 6)個人情報の取り扱い」に準じます。 

⑥物品販売事業実施にあたり、あらかじめ千葉市と協議の上、行政財産目的外使用許可申

請を提出、事前に承認を得ます。 

⑦参加者の怪我等の緊急時には「第２管理体制 (２)緊急時の体制」に従って対応します。 

 

（２）スポーツ教室・スポーツイベント  

①次世代をになう子どもたちの人財の育成を目指した、お子様を対象としたスポーツ教

室・スポーツイベント・カルチャースクールを企画・実施します。 

②高齢者の生きがいづくり、健康寿命を伸ばすことを目指して、人との繋がりを持ちなが

ら、生きがいを持って健康の維持・向上を図る企画を実施します。 

③障がい者支援、障がい者スポーツの普及を目指し、リハビリテーションの手段として、

健康増進や社会参加意欲を助長し、障害や障がい者に対する市民の理解、支援を促進す

る企画を実施します。 

④人々が集う、愛される施設作りを目指した、ご家族や気の合った仲間、グループ、家族

でスポーツを楽しむ企画を実施します。 



事業名 開催場所 開催日 曜日 時間 対象 定員 回数 参加料(税込) 備考

16:30～17:30 小学生(初級) 20

17:30～18:30 小学生(中級) 20

9:30～10:30 小学生(初級) 20

10:30～11:30 小学生(中級) 20

11:30～12:15 幼児(4-6歳) 18

  9:00～10:00 30

10:00～11:00 30

11:00～11:45 4～6歳 18

  9:00～10:00 30

10:00～11:00 30

11:00～11:45 4～6歳 18

13:00～13:30 3

13:30～14:00 3

13:00～13:30 3

13:30～14:00 3

13:00～13:30 1

13:30～14:00 1

18歳以上(初級) 10

18歳以上(中級) 10

（2）教室・イベントの開催　

①プールプログラム

1
キッズ

スイムスクール
北谷津

温水プール

5～6月
9～11月
1～2月

水・金

水 11:00～11:45

北谷津温水プール 8月 火～金

夏休み短期
スイムスクール

高洲SC 7月 火～金

8 11,000円

土 8 11,000円

3
夏休み

プライベート
レッスン

高洲SC 7月 火～金 3歳以上

4 5,500円

北谷津
温水プール

8月 火～金
小学生

4 5,500円

2

小学生

3歳以上 1

1 2,750円

幸町公園 8月 火～金 3歳以上 1 2,750円

2,750円

11,000円

5 水中ウォーキング
北谷津

温水プール
７、8月を除く

通年
月 11:00～11:45 中学生以上 30

4
成人

スイムスクール
北谷津

温水プール

5～6月
9～11月
1～2月

8

1 無料

6 アクアビクス
北谷津

温水プール
７、8月を除く

通年
火・木 11:00～11:45 中学生以上 30 2 無料

32



②子供向けプログラム

事業名 開催場所 開催日 曜日 時間 対象 定員 回数 参加料(税込) 備考

9:30～10:30 幼児(5-6歳) 8

10:35～11:35 幼児～小2 15

11:40～12:40 小学校1～6 15

15:40～16:40 幼児(5-6歳) 8

16:45～17:45 小学生1～6 15

17:50～18:50 小学生1～6 15

9:30～10:30 幼児(5-6歳) 20

10:35～11:35 小学生1～3 20

11:40～12:40 小学生4～6 20

15:30～16:30 幼児(5-6歳) 20

16:35～17:35 小学生1～3 20

17:40～18:40 小学生4～6 20

17:15～18:45 6歳～小学生3 30

18:50～20:20 小学生4～6 30

9:30～11:00 小学生1～3 20

11:10～12:40 小学生4～6 20

9:30～11:00 小学生1～3 20

11:10～12:40 小学生4～6 20
磯辺SC 3月 火～金 4 7,040 円

2,310 円5 親子野球教室
みつわ台第２公園

有吉公園
古市場公園

年10回開催 日 9:00～12:00
4歳以上と
その保護者

30組 1

2
キッズ

走り方教室

みつわ台体育館 4月・9月 土 2

17,600 円

4

夏休み短期
キッズサッカー教室

磯辺SC 8月 火～金 4 7,040 円

3
キッズ

サッカー教室
高洲SC

3ヶ月で1クラス
年４期

月 10

春休み短期
キッズサッカー教室

3,740 円

高洲SC 4月・9月 水 2 3,740 円

1 キッズ体育教室

みつわ台体育館
3ヶ月で1クラス

年４期
土 10 　18,700円

高洲SC
3ヶ月で1クラス

年４期
水 10 18,700円
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③一般向けスクール

事業名 開催場所 開催日 曜日 時間 対象 定員 回数 参加料(税込) 備考

6 バレトン 高洲SC
3ヶ月で1クラス

年４期
月 11:15～12:15 18歳以上 12 10

4
かんたん

ピラティス

12,100 円

高洲SC
3ヶ月で1クラス

年４期
木 13:15～14:15 18歳以上 12 10 12,100 円

5 ピラティス教室

みつわ台体育館
3ヶ月で1クラス

年４期
水 11:30～12:30 18歳以上 8 10

10 12,100 円

10 12,100 円

3ヶ月で1クラス
年４期

木 13:15～14:15 18歳以上 12 10 12,100 円

高洲SC

3ヶ月で1クラス
年４期

火 13:30～14:30 18歳以上 12

宮野木SC
3ヶ月で1クラス

年４期
水 10:00～11:00 18歳以上 8

18歳以上 8 10 12,100 円

宮野木SC
3ヶ月で1クラス

年４期
火 10:00～11:00 18歳以上

みつわ台体育館
3ヶ月で1クラス

年４期
水 10:15～11:15

8 10 12,100 円

12 10 12,100 円

18歳以上 12 10 12,100 円

高洲SC
3ヶ月で1クラス

年４期
金 14:00～15:00 18歳以上 12

3
姿勢改善&

正しい歩き方
高洲SC

3ヶ月で1クラス
年４期

日

10 12,100 円

2 ボディメンテナンス 高洲SC
3ヶ月で1クラス

年４期
水 13:30～14:30

14:00～15:00 18歳以上

1 骨盤体操

稲毛海浜公園
3ヶ月で1クラス

年４期
水 10:00～11:00 18歳以上 18 10 12,100円

12,100 円
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③一般向けスクール

事業名 開催場所 開催日 曜日 時間 対象 定員 回数 参加料(税込) 備考

9:45～10:45

11:00～12:00

12:15～13:15

月 12:45～13:45

10:30～11:30

11:45～12:45

木 10:00～11:00

水 10:30～11:30

木 19:30～20:30

9:30～11:00 18歳以上(初級) 12

11:10～12:40 18歳以上(初中級) 12

9:30～11:00 18歳以上(初級) 12

11:10～12:40 18歳以上(初中級) 12

9:30～11:00 18歳以上(初級) 12

11:10～12:40 18歳以上(初中級) 12
古市場公園

10～12月
1～3月

月 8 11,880 円

7,260 円

10 テニス教室

稲毛海浜公園
4～6月

10～12月
1～3月

金 8 11,880 円

10 12,100 円

有吉公園 4～6月 月 8 11,880 円

9
ヒザ・足腰痛の
お悩み解決体操

高洲SC
3ヶ月で1クラス

年４期
18歳以上 12 6

8 からだ調整体操 高洲SC
3ヶ月で1クラス

年４期
18歳以上 12

7
リフレッシュ

ヨガ

稲毛海浜公園
3ヶ月で1クラス

年４期
木 13:30～14:30 18歳以上 18 10

宮野木SC
3ヶ月で1クラス

年４期
月 9:30～10:30 18歳以上 8 10

高洲SC

日

3ヶ月で1クラス
年４期

火

18歳以上 12 10 12100円

土 10:00～11:00

12,100 円

12,100 円
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④スポーツ大会

事業名 開催場所 開催日 曜日 時間 対象 定員 回数 参加料(税込) 備考

4
グラウンド
ゴルフ大会

中田SＣ 年４回開催 土

磯辺SC 年4回開催 金曜 9:00～13:00 18歳以上 60 1 660 円

9:00～13:00 18歳以上 100 1 1,100 円

中田SC
(定例個人戦）

年6回開催 不定期 9:00～13:00 18歳以上 60 1 440 円

21,000 円～
※大会内容、開催日程、会
場等により参加費変更。

9:30～15:00

3
テニス大会

ミックスダブルス
稲毛海浜公園 年2回開催 日 9:30～15:00 18歳以上

2
テニス大会

女子ダブルス
稲毛海浜公園 年2回開催 日 18歳以上 16組 1 5,060 円

16組 1 5,060 円

1
バスケットボール

大会

みつわ台体育館
古市場体育館

磯辺SC
年48回開催 日 9:00～17:00 10歳以上

6
チ－ム

午前午後
2大会
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⑤花島コミュニティセンター

事業名 開催場所 開催日 曜日 時間 対象 定員 回数 参加料(税込) 備考

18歳以上 15 11-12回 13,310円～
※開催回数により参加費変
更12

姿勢改善&
正しい歩き方

多目的室
3ヶ月で1クラス

年４期
火曜 9:30～10:30

５組 1 無料

11 気軽に防災体験
花島公園センター

玄関前広場
8月・12月

3月
※千葉市防災普及公社と調整

千葉市
在住・在勤
18歳以上

10
パパ＆ママ
救命教室

多目的室 8月 ※千葉市防災普及公社と調整
千葉市

在住・在勤
18歳以上

30 1 無料

13:30～16:30 18歳以上 10 1 無料

小学生以下
の親子

5組 1 1,100 円12:00～14:00

10:00～12:00
小学生以下

の親子
5組 1 1,100 円

9 普通救命講習 講習室１ 9月・3月 木曜

7
もっと

プログラミング教室
講習室2 年12回開催 第二土曜

8 夏の科学工作教室 創作室1 8月 土曜

小学生以下
の親子

10組 1 2,500 円6 親子料理教室 創作室2 年5回開催 土曜 10:00～13:00

100 1 無料

- 100 1 無料

100 1 無料

4 名画上映会 多目的室 年12回開催 第二月曜 11:30～15:00

3
春休み

子ども映画会
多目的室 3月 土曜 11:30～15:00 小学生

5 日曜名画座 多目的室 年12回開催 第四日曜 11:30～15:00 -

無料

2
冬休み

子ども映画会
多目的室 12月 土曜 11:30～15:00 小学生 100 1 無料

1
夏休み

子ども映画会
多目的室 8月 土曜 11:30～15:00 小学生 100 1
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⑤花島コミュニティセンター

事業名 開催場所 開催日 曜日 時間 対象 定員 回数 参加料(税込) 備考

9:00～9:45 10

10:00～10:45 10

11:00～12:30 18歳以上 15 1 無料

市民一般 200 1 無料10:00～17:00

17 フレイル予防 多目的室 年12回開催 不定期

16 花島太鼓祭 多目的室ほか 11月 日曜

14
からだを

良くする教室
講習室２

7月・8月を除く
毎月

金曜 1 660円

10:00～16:00 市民一般 200 1 無料15
クリスマス
コンサート

多目的室ほか 12月 日曜

18歳以上

18歳以上 15 11-12回 13,310円～
※開催回数により参加費変
更13

リフレッシュ
ヨガ

多目的室
3ヶ月で1クラス

年４期
水曜 11:00～12:00

38



３９ 

 

（３）その他の自主事業 

１）物販販売事業 

市民の利便性を考慮し、自主事業として物販事業を実施いたします。施設利用時に必 

要なバドミントンのシャトルなどのスポーツ用品。吸水性の良いスポーツウエアなどを

お求めやすい価格で提供するとともに、運動中の水分補給や栄養補給に必要なサプリメ

ント、軽食等の販売を行います。 

①販売ブース、什器販売、販売会 

取扱商品 

・バドミントン用品・卓球用品・グラウンドゴルフ用品・スポーツウェア 

・シューズ・小物等・各種サプリメント・軽食・防災グッズ、衛生用品等 

・イベント・スクール写真・市内特別支援学校等の受託商品 

※販売価格は市場価格を原則にお求めやすい価格を設定いたします。 

②体験会、講習会による物品販売 

取扱商品 

・シューズインナーソール 体験販売 

・卓球ラケット・テニスラケット 講習会＋試打会販売 

※メーカー専門員、インストラクターによる講習会、体験会等を実施。 

   ③事業実施予定施設 事業実施にあたり、事前に千葉市行政財産使用申請します。 

     幸町公園水泳プール、みつわ台体育館、みつわ台第２公園水泳プール、高洲スポー 

ツセンター、磯辺スポーツセンター、稲毛海浜公園屋内運動場、宮野木体育館、花島 

公園センター、北谷津温水プール、有吉公園スボーツ施設、中田スポーツセンター、 

古市場体育館、古市場公園水泳プール、昭和の森スポーツ施設 

 

２）スポーツ用品レンタルサービス事業 

気軽にスポーツを楽しんでいただくため、活動支援を目的としたスポーツ用品のレン 

タルサービスを行います。 

①無料レンタル・スポーツ用品 

貸出施設 レンタル品目 

宮野木・古市場・磯辺 バスケットデジタルタイマー 

高洲・みつわ台・宮野木・古市場・磯辺 

花島公園 
多目的得点版 

宮野木・花島公園 フットサルゴール 

高洲・花島コミニティセンター 移動式硝子ミラー 

※施設利用手続き時に受付にて借用申請による貸出。 

 

 



４０ 

 

②有料レンタル・スポーツ用品 

貸出施設 レンタル品目 レンタル料金 

みつわ台体育館 卓球ラケット 100 円 

高洲スポーツセンター 卓球ボール 100 円 

磯辺スポーツセンター バドミントンラケット 100 円 

宮野木スポーツセンター バドミントンシャトル 100 円 

古市場体育館 バスケットボール 100 円 

花島公園センター バレーボール 100 円 

 トレーニングシューズ 200 円 

 ビブス（１チーム分） 500 円 

中田スポーツセンター 
グラウンドゴルフクラブ 100 円 

ボール 100 円 

中田スポーツセンター 
テニスラケット（硬式用） 300 円 

昭和の森 

※施設利用手続き時に受付にて貸出料金借用申請による貸出。 

※各品目とも、１回につきの貸出料金。 

 

３）コピー・FAX サービス事業 

利用者の利便性向上と地域コミュティの交流機能促進の一助として、コピー・FAX

送受信サービスを行う。 

①実施方法 

     受付窓口において、区分・枚数の確認を行い、利用料金を徴収する。 

 

②料金 

区分 料金 

コピー 
モノクロ 10 円 

カラー 50 円 

ＦＡＸ 送信 

市内 10 円 

県内市外 20 円 

県外 30 円 

ＦＡＸ 受信 10 円 

 

③事業実施施設 

   みつわ台体育館、高洲スポーツセンター、磯辺スポーツセンター、稲毛海浜公園屋内

運動場、宮野木体育館、花島公園センター、北谷津温水プール、有吉公園スボーツ施

設、中田スポーツセンター、古市場体育館 

 



４１ 

 

４）その他のサービス事業 

①氷の無料サービスによる怪我等の対応 

怪我の処置や予防に対して、迅速な対応ができるように冷却用の氷を常備するとともに、 

お客様から要望があった場合は無料で提供します。 

②各種大会・イベント等のコーディネート、協賛 

主催者に対し実施プログラム等の考案・作成やスケジュール・計画策定に積極的かつ親

身に助言します。また、各大会の円滑な運営に向けて適切に支援します。 

  ③トレーナーによる説明会、トレーニング指導 

   トレーニング室を利用される方に対して、機器の取扱いと正しい使い方、利用上のルー

ルとマナーについて説明を実施します。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



４２ 

 

第７ モニタリング計画 （基本協定書第４1 条） 

本施設の経営管理業務として、利用者、市民の皆様が本施設の利用に対して「安全・

安心・衛生・快適」を感じ満足していただいているのか、さらに、施設の管理運営状況、

ハード面・ソフト面のサービス水準、業務の基準が達成しているかを、利用者、自主事

業参加者、優先利用調整団体、第三者機関、指定管理者（セルフモニタリング）等、多

方面からモニタリングを行い、施設管理業務、施設維持管理業務、経営管理業務、自主

事業に反映、役立てます。 

 

（１）モニタリング実施計画 

   本施設の管理業務が、事業計画書および基本協定書に定められた基準、管理運営の基

準に適合して実施されているかどうかを確認するため、管理業務の実施状況の調査（モ

ニタリング）を行い、モニタリング結果を市に報告します。 

  １）モニタリングの内容 （基本協定書第４2条） 

①管理業務の実施状況に関する事項 

②管理施設の利用状況に関する事項 

③利用料金その他の収入の状況に関する事項 

④管理業務の実施に要する経費の支出の状況に関する事項 

⑤前各号に掲げる事項のほか、市が指定する事項 

⑥利用者へのアンケート調査の実施 

⑦管理業務の実施状況に関する自己評価の実施 

 

２）モニタリング計画 

①随時モニタリング 

利用者、地域住民等からの要望・ご意見等の聴取、ご意見箱の設置、スタッフの気づき 

②日常的なモニタリングの実施 

業務日報、月次報告、各種報告書による確認、調査 

③定期モニタリング（利用者アンケート） 

利用者アンケート実施による調査 

④社内監査 

弊社、業務管理部門にて、全社統一で年一回の実施。実施内容はリスク管理、業務管理、

金銭管理、労務管理、法定点検・各種届出・各種契約内容等の確認。 

⑤第三者機関によるモニタリング ※令和３年度、令和５年度実施（当期実施無） 

 外部調査会社（主に指定管理者を対象に、モニタリング業務受託の実績を持ち合わせ

る団体企業）によるモニタリングの実施。調査依頼内容は、提案書、事業計画書、業

務管理等の実施（達成度）調査。 

 

 



４３ 

 

（２）利用者アンケート実施計画 （基本協定書第４３条） 

  １）施設利用者を対象としたアンケート調査 

①実施時期 

・スポーツ施設・都市公園施設では、毎事業年度の６月、11月の１ヶ月間。 

・花島コミュニティセンターについては、毎事業年度の７月、1月１ヶ月間。 

②調査方法 

・施設利用受付にて、アンケート調査表の配布、回答依頼。 

・ＱＲコード読み取りによる、ＷＥＢ上での回答。 

③主なアンケート内容 

・対象者の年齢、居住地域、利用目的、利用種目、利用時間、利用回数等の基本情報。 

・施設利用満足度に関わる内容、管理運営状況、ハード面・ソフト面の評価。 

・施設に対するご意見、要望等。 

④アンケート調査実施における留意点 

・アンケート内容は、事前に市と協議の上、決定いたします。 

・調査内容、結果は、個人情報保護法に配慮した取り扱いとする。 

・調査結果は、施設にデーターグラフ化して、調査結果表を作成。 

・調査結果に対する改善策を検討の上、調査終了後の翌々月の月報告書と合わせて、 

市に提出します。 

 

２）夏期開場の屋外水泳プール利用者を対象としたアンケート調査 

①実施時期 

・毎事業年度、８月の１ヶ月間。 

②調査方法 

・施設利用受付にて、アンケート調査表の配布、回答依頼。 

・ＱＲコード読み取りによる、ＷＥＢ上での回答。 

③主なアンケート内容 

・対象者の年齢、居住地域、利用目的、利用種目、利用時間、利用回数等の基本情報。 

・施設利用満足度に関わる内容、管理運営状況、ハード面・ソフト面の評価。 

・施設に対するご意見、要望等。 

④アンケート調査実施における留意点 

・調査内容、結果は、個人情報保護法に配慮した取り扱いとする。 

・調査結果は、施設にデーターグラフ化して、調査結果表を作成。 

・調査結果に対する改善策を検討の上、調査終了後の翌々月の月報告書と合わせて、 

市に提出します。 

 

 

 



４４ 

 

３）自主事業参加者を対象としたアンケート調査 

①実施時期、調査方法 

・各事業の初回、もしくは終了時に担当スタッフから参加者に配布。 

②主なアンケート内容 

・事業に対する成果、満足度、ご意見、要望等を収集。 

・対象事業内容により、参加者氏名を記述、無記入を決定する。。 

③アンケート調査実施における留意点 

・調査内容、結果は、個人情報保護法に配慮した取り扱いする。 

・調査結果は、施設にデーターグラフ化して、調査結果表を作成。 

・調査結果に対する改善を図り、次年度の自主事業計画の資料とします。 

・調査終了後の翌々月の月報告書と合わせて、市に提出します。 

 

（３）セルフモニタリング（自己評価）計画 

基本協定書第４４条に則り、指定管理者として、千葉市から要求される管理運営に関す

る基準（要求水準）を満たしているか、適宜セルフモニタリングを実施します。自己評価

の結果は、月次事業報告書および事業年度報告書にて提出します。 

 

 

第８ 利益の還元 

 基本協定書第 72 条に示された、利益還元の取り決めに準じます。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 10 収支予算書 

 

（１）収支予算書 

（２）自主事業の収支予算書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



合計金額（千円） 合計金額（千円）

603,621 公共交通機関等による施設間の移動交通費 1,069

453,959 7,846

149,662 5,251

84,865 7,989

60,097 69,690

4,700 5,233

19,194

4,045

501

10,242

12,429

13,140

7,416

15,300

0

0

300

179,645

48,604

603,621

1,750

373,622

※４　委託費には、再委託に要する費用を記述してください。

様式第2号（収支予算書）　令和７年度

内　　　　　　　　　訳 区　　分 積　算　内　訳

① 市からの指定管理料 消耗品費 お客様消耗品、社内消耗品、事務費等

(A) 収入合計

項
　
　
　
　
目

旅費

② 利用料金収入 印刷製本費 施設案内、各種申請書、回数券、チラシ等

都市公園施設 光熱水費 電気、ガス、重油、上下水道料

スポーツ施設 燃料費 業務車両、整備車両等の燃料費

花島コミュニティセンター 通信運搬費

手数料 備品、整備車両等のリース費等

事務費
事務費

電話、インターネット、ＮＨＫ受信料等

保険料 施設賠償責任保険、自動車任意保険等

清掃費 日常清掃、定期清掃等

施設管理費 社内維持管理、自前補修等に係る費用

公課費 事業所税、契約に伴う印紙代

保安警備費 機械警備、現金集金業務等

修繕費

設備機器管理費

消防用設備保守、建築設備機器等保守点検
給湯ボイラー、プールろ過装置等保守点検
受水・貯水槽、昇降機、地下重油タンク点検
自家用電気工作物保安管理他

委託費
芝生管理、売上管理システム、設備運転業務
一般廃棄物、産業廃棄物処理、水質検査
建築設備定期調査　他

積　算　内　訳

項
　
　
　
　
目

小計

受託事業運営費 花島コミニュティ祭り運営費

間接費

提案修繕費

(B) 支出合計 ②管理に係る備品経費

① 管理運営費

項
目

施設備品、維持管理用備品

※６　利用料金収入の見積に当たって、利用料金の額は現行の条例を前提としてください。

項
　
　
　
目

人件費

社員　年俸　      27名
ＳＳ（Ａ区分）　30名
ＳＳ（Ｂ区分）　21名
ＳＳ（Ｃ区分）　50名
ＳＳ（短期採用）61名
本部スタッフ人件費

※１　人件費には、報酬、賃金、手当のほか、社会保険料、福利厚生費などを含みます。

※２　労働時間によって賃金を算定する職員については、１時間当たりの単価を明示してください。

※３　間接費を管理運営経費に含める場合は、間接費となる支出項目名、間接費の算出根拠や配賦
　　基準を詳細に明記してください。

※５　必要に応じて小区分を設定しても構いません。



合計金額（千円） 合計金額（千円）

325,713 公共交通機関等による施設間の移動交通費 591

240,848 4,265

84,865 2,808

21,493 7,332

20,544 32,046

5,429 2,861

14,124 12,601

10,087 2,227

63 308

6,812 5,777

6,313 428

7,473

0

4,174

6,800

0

0

0

89,691

16,175

325,713

700

219,147

※４　委託費には、再委託に要する費用を記述してください。

様式第2号（収支予算書）  令和７年度

スポーツ施設

内　　　　　　　　　訳 区　　分 積　算　内　訳

① 市からの指定管理料 消耗品費 お客様消耗品、社内消耗品、事務費等

(A) 収入合計

項
　
　
　
　
目

旅費

② 利用料金収入 印刷製本費 施設案内、各種申請書、回数券、チラシ等

宮野木スポーツセンター 手数料 備品、整備車両等のリース費等

相撲場 公課費 事業所税、契約に伴う印紙代

北谷津温水プール 光熱水費 電気、ガス、重油、上下水道料

高洲スポーツセンター 燃料費 業務車両、整備車両等の燃料費

みつわ台体育館 通信運搬費

古市場体育館 保険料 施設賠償責任保険、自動車任意保険等

電話、インターネット、ＮＨＫ受信料等

磯辺スポーツセンター 清掃費 日常清掃、定期清掃等

中田スポーツセンター 施設管理費 社内維持管理、自前補修等に係る費用

武道館

提案修繕費

小計

受託事業運営費 花島コミニュティ祭り運営費

間接費

(B) 支出合計 ②管理に係る備品経費

① 管理運営費

項
目

施設備品、維持管理用備品

委託費
芝生管理、売上管理システム、設備運転業務
一般廃棄物、産業廃棄物処理、水質検査
建築設備定期調査　他

積　算　内　訳

項
　
　
　
　
目

保安警備費 機械警備、現金集金業務等

修繕費 業者発注修繕、自営による修繕費用

設備機器管理費

消防用設備保守、建築設備機器等保守点検
給湯ボイラー、プールろ過装置等保守点検
受水・貯水槽、昇降機、地下重油タンク点検
自家用電気工作物保安管理他

事務費
事務費

※６　利用料金収入の見積に当たって、利用料金の額は現行の条例を前提としてください。

項
　
　
　
目

人件費

社員　年俸　5,761千円×  6名
社員　年俸　5,633千円×  4名
ＳＳ（Ａ区分）　年額　2,417千円× 15名
ＳＳ（Ａ区分）　年額　2,339千円× 10名
ＳＳ（Ｂ区分）　年額　1,855千円× 12名
ＳＳ（Ｃ区分）　年額　1,730千円× 10名
ＳＳ（Ｃ区分）　年額　1,318千円× 28名
ＳＳ（短期採用）　　　　500千円× 15名
本部スタッフ人件費

※１　人件費には、報酬、賃金、手当のほか、社会保険料、福利厚生費などを含みます。

※２　労働時間によって賃金を算定する職員については、１時間当たりの単価を明示してください。

※３　間接費を管理運営経費に含める場合は、間接費となる支出項目名、間接費の算出根拠や配賦
　　基準を詳細に明記してください。

※５　必要に応じて小区分を設定しても構いません。



合計金額（千円） 合計金額（千円）

260,571 公共交通機関等による施設間の移動交通費 445

200,474 3,375

60,097 2,109

3,260 611

486 37,644

3,908 2,194

2,233 6,156

7,312 1,694

19,949 180

4,823 4,230

13,534 9,267

728

3,864 5,273

3,010

8,300

0

0

84,488

32,354

260,571

950

142,779

※４　委託費には、再委託に要する費用を記述してください。

様式第2号（収支予算書）　令和７年度

都市公園施設

内　　　　　　　　　訳 区　　分 積　算　内　訳

① 市からの指定管理料 消耗品費 お客様消耗品、社内消耗品、事務費等

(A) 収入合計

項
　
　
　
　
目

旅費

② 利用料金収入 印刷製本費 施設案内、各種申請書、回数券、チラシ等

古市場公園 手数料 備品、整備車両等のリース費等

稲毛海浜公園 公課費 事業所税、契約に伴う印紙代

幸町公園 光熱水費 電気、ガス、重油、上下水道料

千葉公園 燃料費 業務車両、整備車両等の燃料費

みつわ台第２公園 通信運搬費

有吉公園 保険料 施設賠償責任保険、自動車任意保険等

電話、インターネット、ＮＨＫ受信料等

花島公園 清掃費 日常清掃、定期清掃等

袖ケ浦第４緑地 施設管理費 社内維持管理、自前補修等に係る費用

昭和の森

犢橋公園

提案修繕費

小計

受託事業運営費 花島コミニュティ祭り運営費

間接費

(B) 支出合計 ②管理に係る備品経費

① 管理運営費

項
目

施設備品、維持管理用備品

委託費
芝生管理、売上管理システム、設備運転業務
一般廃棄物、産業廃棄物処理、水質検査
建築設備定期調査　他

積　算　内　訳

項
　
　
　
　
目

保安警備費 機械警備、現金集金業務等

修繕費 業者発注修繕、自営による修繕費用

設備機器管理費

消防用設備保守、建築設備機器等保守点検
給湯ボイラー、プールろ過装置等保守点検
受水・貯水槽、昇降機、地下重油タンク点検
自家用電気工作物保安管理他

事務費
事務費

※６　利用料金収入の見積に当たって、利用料金の額は現行の条例を前提としてください。

項
　
　
　
目

人件費

社員　年俸　5,761×4名
社員　年俸　5,205×5名
社員　年俸　4,705×6名
ＳＳ（Ａ区分）　年額　2,417×4名
ＳＳ（Ａ区分）　年額　2,339×1名
ＳＳ（Ｂ区分）　年額　1,730千円×7名
ＳＳ（Ｃ区分）　年額　1,318千円×10名
ＳＳ（短期採用）　　　　600千円×1名
ＳＳ（短期採用）　　　　500千円×45名
本部スタッフ人件費

※１　人件費には、報酬、賃金、手当のほか、社会保険料、福利厚生費などを含みます。

※２　労働時間によって賃金を算定する職員については、１時間当たりの単価を明示してください。

※３　間接費を管理運営経費に含める場合は、間接費となる支出項目名、間接費の算出根拠や配賦
　　基準を詳細に明記してください。

※５　必要に応じて小区分を設定しても構いません。



合計金額（千円） 合計金額（千円）

17,337 公共交通機関等による施設間の移動交通費 33

12,637 206

4,700 334

花島コミュニティセンター 4,700 46

0

178

437

124

13

235

2,734

394

232

200

0

0

300

5,466

12,637 75

17,337

100

11,696

※４　委託費には、再委託に要する費用を記述してください。

様式第2号（収支予算書）　令和７年度

花島コミュニティセンター

内　　　　　　　　　訳 区　　分 積　算　内　訳

① 市からの指定管理料 消耗品費 お客様消耗品、社内消耗品、事務費等

(A) 収入合計

項
　
　
　
　
目

旅費

② 利用料金収入 印刷製本費 施設案内、各種申請書、回数券、チラシ等

手数料 備品、整備車両等のリース費等

公課費 事業所税、契約に伴う印紙代

光熱水費 電気、ガス、重油、上下水道料

燃料費 業務車両、整備車両等の燃料費

通信運搬費

保険料 施設賠償責任保険、自動車任意保険等

電話、インターネット、ＮＨＫ受信料等

清掃費 日常清掃、定期清掃等

施設管理費 社内維持管理、自前補修等に係る費用

提案修繕費

小計

受託事業運営費 花島コミニュティ祭り運営費

間接費

(B) 支出合計 ②管理に係る備品経費

① 管理運営費

項
目

施設備品、維持管理用備品

委託費
芝生管理、売上管理システム、設備運転業務
一般廃棄物、産業廃棄物処理、水質検査
建築設備定期調査　他

積　算　内　訳

項
　
　
　
　
目

保安警備費 機械警備、現金集金業務等

修繕費

設備機器管理費

消防用設備保守、建築設備機器等保守点検
給湯ボイラー、プールろ過装置等保守点検
受水・貯水槽、昇降機、地下重油タンク点検
自家用電気工作物保安管理他

事務費
事務費

※６　利用料金収入の見積に当たって、利用料金の額は現行の条例を前提としてください。

項
　
　
　
目

人件費

社員　年俸　5,205千円
ＳＳ（Ｂ区分）　年額　1,730千円×  2名
ＳＳ（Ｃ区分）　年額　1,318千円×  2名
本部スタッフ人件費

※１　人件費には、報酬、賃金、手当のほか、社会保険料、福利厚生費などを含みます。

※２　労働時間によって賃金を算定する職員については、１時間当たりの単価を明示してください。

※３　間接費を管理運営経費に含める場合は、間接費となる支出項目名、間接費の算出根拠や配賦
　　基準を詳細に明記してください。

※５　必要に応じて小区分を設定しても構いません。



合計金額（千円） 合計金額（千円）

43,138

29,900 レッスン講師

11,021 体育教室・走り方教室

2,167 サッカー教室 10,877

50 テニス教室

親子野球教室 など

合計金額（千円）

31,373

物品販売事業　行政財産使用料 258

常勤職員　指導人件費 1,545

1,545

教室・イベント備品・教材（景品） 288

参加者傷害保険料 1,488

物販事業（販売原価） 8,856 スポーツ・カルチャー教室　施設利用料 2,758

物品販売什器 0

レンタル用品　更新購入費 644

コピー用紙、インク代他　事務用品 25 11,765

広告宣伝費（その他） 4,634 ※１　人件費、事務費・管理費、委託費は、提案書様式第２６号と同様に記述してください。

※２　使用料には、自主事業により市に支払う占用料などを記述してください。　

15,935 ※３　事業費には、自主事業による出演料などを記述してください。

※４　利用料金には、自主事業により支払う当該施設の利用料金を記述してください。

※５　必要に応じて小区分を設定しても構いません。

提案書様式第２７－３号（収支予算書）　合計

３　自主事業の収支内訳書（令和７年度）

内　　　　　　　　　訳 積　　算　　内　　訳

(A) 収入合計

項
　
　
　
　
　
目

委託費

積　　算　　内　　訳

項
　
目

(B) 支出合計

使用料

項
　
　
　
　
目

利用料金

収支　(A)-(B)

スポーツ・カルチャー教室

物品販売事業

スポーツ用品レンタル事業

コピー・ＦＡＸ事業

事業費

人件費

事務費・管理費



合計金額（千円） 合計金額（千円）

35,981

25,574 レッスン講師

8,549 体育教室・走り方教室

1,858 サッカー教室 8,611

0 テニス教室

親子野球教室 など

合計金額（千円）

25,659

物品販売事業　行政財産使用料 240

常勤職員　指導人件費 1,545

教室・イベント備品・教材（景品） 288

参加者傷害保険料 1,273

物販事業（販売原価） 6,880 スポーツ・カルチャー教室　施設利用料 2,192

物品販売什器 0

レンタル用品　更新購入費 552

コピー用紙、インク代他　事務用品 0 10,322

広告宣伝費（その他） 4,078 ※１　人件費、事務費・管理費、委託費は、提案書様式第２６号と同様に記述してください。

※２　使用料には、自主事業により市に支払う占用料などを記述してください。　

※３　事業費には、自主事業による出演料などを記述してください。

14,616 ※４　利用料金には、自主事業により支払う当該施設の利用料金を記述してください。

11,043 ※５　必要に応じて小区分を設定しても構いません。

使用料

提案書様式第２７－２号（収支予算書）　スポーツ施設

３　自主事業の収支内訳書（令和７年度）

積　　算　　内　　訳

スポーツ用品レンタルサービス事業

コピー・ＦＡＸサービス事業

積　　算　　内　　訳

(B) 支出合計

内　　　　　　　　　訳

項
　
　
　
　
目

人件費

事業費

事務費・管理費
利用料金

収支　(A)-(B)

(A) 収入合計

項
　
　
　
　
　
目

委託費

項
　
目

スポーツ・カルチャー教室

物品販売事業



合計金額（千円） 合計金額（千円）

6,127

3,296 レッスン講師

2,472 体育教室・走り方教室

309 サッカー教室 1,854

50 テニス教室

親子野球教室 など

合計金額（千円）

4,942

物品販売事業　行政財産使用料 18

常勤職員　指導人件費 0

教室・イベント備品・教材（景品） 0

参加者傷害保険料 164

物販事業（販売原価） 1,976 スポーツ・カルチャー教室　施設利用料 360

物品販売什器 0

レンタル用品　更新購入費 92

コピー用紙、インク代他　事務用品 25 1,185

広告宣伝費（その他） 453 ※１　人件費、事務費・管理費、委託費は、提案書様式第２６号と同様に記述してください。

※２　使用料には、自主事業により市に支払う占用料などを記述してください。　

※３　事業費には、自主事業による出演料などを記述してください。

2,710 ※４　利用料金には、自主事業により支払う当該施設の利用料金を記述してください。

2,232 ※５　必要に応じて小区分を設定しても構いません。

使用料

積　　算　　内　　訳

(A) 収入合計

項
　
　
　
　
　
目

委託費

項
　
目

スポーツ・カルチャー教室

物品販売事業

スポーツ用品レンタルサービス事業

コピー・ＦＡＸサービス事業

積　　算　　内　　訳

(B) 支出合計

提案書様式第２７－２号（収支予算書）　都市公園施設

３　自主事業の収支内訳書（令和７年度）

内　　　　　　　　　訳

項
　
　
　
　
目

人件費

事業費

事務費・管理費
利用料金

収支　(A)-(B)



合計金額（千円） 合計金額（千円）

1,030

1,030 レッスン講師

0 体育教室・走り方教室

0 サッカー教室 412

0 テニス教室

親子野球教室 など

合計金額（千円）

772

物品販売事業　行政財産使用料 0

常勤職員　指導人件費 0

教室・イベント備品・教材（景品） 0

参加者傷害保険料 51

物販事業（販売原価） 0 スポーツ・カルチャー教室　施設利用料 206

物品販売什器 0

レンタル用品　更新購入費 0

コピー用紙、インク代他　事務用品 0 258

広告宣伝費（その他） 103 ※１　人件費、事務費・管理費、委託費は、提案書様式第２６号と同様に記述してください。

※２　使用料には、自主事業により市に支払う占用料などを記述してください。　

※３　事業費には、自主事業による出演料などを記述してください。

154 ※４　利用料金には、自主事業により支払う当該施設の利用料金を記述してください。

618 ※５　必要に応じて小区分を設定しても構いません。

積　　算　　内　　訳

項
　
　
　
　
目

人件費

事業費

事務費・管理費
利用料金

収支　(A)-(B)

(B) 支出合計

使用料

３　自主事業の収支内訳書（令和７年度）

内　　　　　　　　　訳

(A) 収入合計

項
　
　
　
　
　
目

委託費

項
　
目

スポーツ・カルチャー教室

物品販売事業

スポーツ用品レンタルサービス事業

コピー・ＦＡＸサービス事業

積　　算　　内　　訳

提案書様式第２７－２号（収支予算書）　花島コミュニティセンター



 

 

 

 

 

 

 

第 11 別添 

 

（１）連絡体制 

（２）各施設の開場時間 

（３）各施設の利用料金表 

（４）委託協力会社一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（２）各施設の開場（営業）時間

　１）スポーツ施設

開場期間 開場時間 備考

体育館 9:00-2100

スタジオ 9:00-2100

水泳プール 7/5～8/31 9:00-18:00

通年 9:00-21:00

7/12～8/31 7:00-21:00 早朝営業

みつわ台体育館 体育館 通年 9:00-21:00

体育館 通年 9:00-21:00

4/1～9/30 9:00-19:00 日没営業

10/1～3/31 9:00-17:00

4/1～9/30 9:00-19:00 日没営業

10/1～3/31 9:00-17:00

体育館 9:00-21:00

相撲場 9:00-21:00

野球場

球技場

多目的運動場

庭球場

グラウンドゴルフ場 10/1～3/31 9:00-17:00

体育館 通年 9:00-21:00

4/1～9/30 9:00-19:00 日没営業

10/1～3/31 9:00-17:00

夜間営業
5月-6月の金・土曜日

北谷津温水プール 温水プール

高洲スポーツセンター

4/1～6/30
9/1～9/30

7/1～8/31

9:00-19:00

7:00-19:00

日没営業

通年

通年

中田スポーツセンター
早朝営業+日没営業

野球場

庭球場

多目的グラウンド

施設名

宮野木スポーツセンター

古市場体育館
千葉市相撲場

磯辺スポーツセンター



　2）都市公園施設

千葉公園 水泳プール 7/5～8/31 9:00-20:00

幸町公園 水泳プール 7/12～8/24 9:00-18:00

4/1～9/30の平日 9:00-19:00 日没営業

4/1～9/30の土日祝日 7:00-19:00 早朝、日没営業

10/1～10/31の土日祝日 7:00-17:00 早朝営業

10/1～3/31の平日 9:00-17:00

11/1～3/31の土日祝日 9:00-17:00

通年の平日 9:00-21:00

4/1～10/31の土日祝日 7:00-21:00 早朝営業

11/1～3/31の土日祝日 9:00-21:00

水泳プール 7/12～8/24 9:00-18:00

4/1～9/30 9:00-19:00 日没営業

10/1～3/31 9:00-17:00

4/1～9/30 9:00-19:00 日没営業

10/1～3/31 9:00-17:00

水泳プール 7/12～8/24 9:00-18:00

4/1～9/30 9:00-19:00 日没営業

10/1～3/31 9:00-17:00

4/1～9/30 9:00-19:00 日没営業

4/1～9/30の土日祝日 7:00-19:00 早朝、日没営業

10/1～3/31 9:00-17:00

10/1～3/31の土日祝日 7:00-17:00 早朝営業

通年 9:00-21:00

4/1～3/31の土日祝日 7:00-21:00 早朝営業

水泳プール 7/5～8/31 9:00-18:00

4/1～9/30 9:00-19:00 日没営業

10/1～3/31 9:00-17:00

4/1～9/30 9:00-19:00 日没営業

10/1～3/31 9:00-17:00

球技場

屋内運動場

4/1～9/30 9:00-19:00 日没営業

10/1～3/31 9:00-17:00
庭球場

野球場

備考

庭球場

庭球場1・2番コート
（夜間照明なし）

9:00-21:00

庭球場3～5番コート
（夜間照明あり）

通年

野球場

庭球場

野球場

袖ヶ浦第４緑地

庭球場

野球場

有吉公園

開場期間 開場時間施設名

稲毛海浜公園

みつわ台第2公園

古市場公園



　2）都市公園施設

体育館

トレーニング室

4/1～9/30 9:00-19:00 日没営業

10/1～3/31 9:00-17:00

4/1～9/30 9:00-19:00 日没営業

10/1～3/31 9:00-17:00

弓道場 通年 9:00-21:00 夜間営業

通年 9:00-17:00

4/1～10/31 5:00-17:00 早朝営業

球技場

庭球場

　3）コミュニティセンター

開場期間 開場時間 備考

花島コミュニティセンター 諸室 通年 9:00-21:00

備考開場時間

通年 9:00-17:00

施設名

施設名

通年 9:00-21:00

開場期間

昭和の森公園

犢橋公園 野球場

庭球場

花島公園
球技場



千葉市スポーツ施設、千葉市都市公園施設、千葉市花見川区花島コミュニティセンター指定管理者　スポーツクラブＮＡＳ

高洲スポーツセンター
１．施設概要

住所：〒２６１ー０００４　千葉市美浜区高洲４ ２ー ２ー　　TEL：０４３ー２７９ー９２３５　FAX：０４３ー２７７ー７５７２

備考利用時間利用期間仕様施設

午後７時以降、中学生以下の利用には保護者の付き添いが必要

午前９時～午後９時通年

利用可能種目
・バスケットボール１面
・ミニバスケットボール２面
・６人制バレーボール２面
・９人制バレーボール１面
・バドミントン６面
・卓球８台～
・その他

アリーナ

体育館

中学生以下は利用不可有酸素系マシン　１６台
筋力トレーニング系マシン　１１台トレ―ニング室

午後７時以降、中学生以下の利用には保護者の付き添いが必要仕様　フローリング ６ｍ×１２ｍスタジオ
幼児１名に対して保護者１名の付き添いが必要

午前９時～午後６時夏期のみ営業
９コ－ス・水深 １.０ｍ～１.２ｍ２５ｍプ―ル

屋外プール
幼児２名に対して保護者１名の付き添いが必要水深０.３ｍ～０.７ｍ

（徒渉プール部分を含む）子供プ―ル

※１２月２９日～１月３日は休館日とします。他の日にも工事等により休館となる場合があります。

２０２４．４．１ 改定

２．施設利用料金

※記載の料金は全て税込みです。

備考内容金額区分

［使用可能期間］
通年
※北谷津温水プールは７/１～８/３１
※その他のプールは夏期営業期間

［使用可能施設］
体育館・トレーニング室・プール
柔道場・剣道場・弓道場・相撲場
※中学生以下はトレーニング室の使用はでき
ません。

１１０円×２２枚２,２００円一般
１８０円×１０枚１,８００円一般減免
５０円×２２枚１,０００円中・高校生
３５円×２２枚７００円小学生以下

共通定期券

利用開始日より
３１日間

３,５００円一般
２,０００円中・高校生
１,５００円小学生以下

個人使用共通回数券

校庭夜間開放照明カード販売施設
照明カード １,６０５円（１時間）１回のご利用に２枚必要です。
＊購入後の返金は出来ません。

小学生以下中・高校生一般区分
７０円（６０円）１００円（８０円）２２０円（１８０円）基本料金（２時間以内）
３５円５０円１１０円超過（１時間につき）

屋外プール 個人使用

※減免利用：生活保護家庭・母子家庭・父子家庭・失業中の世帯・６５歳以上の方・３０名以上の団体が対象
　　　　　　（　）内は減免利用料金。

体育館 個人使用（アリーナ・トレーニング室）

■施設のご利用方法には、『個人使用』と『専用使用』があります。
個人使用　当日受付　２時間単位でお一人様からでもご利用いただけます。
【利用可能施設】 体育館・トレ－ニング室・屋外プ－ル
※体育館のご利用は施設により「種目」・「時間」が異なりますので事前にお問い合わせください。
※大会開催により使用できない場合があります。事前にお問い合わせください。
　
専用使用　予約制（抽選予約・随時予約）施設を貸切ってご利用いただけます。
【利用可能施設】 体育館・スタジオ
　

■施設のご予約には、事前に『ちば施設予約サービス』へのご登録が必要です。
・ご登録は、パソコン・スマートフォン・携帯電話から行えます。　検索サイトから「ちば施設予約サ－ビス」で会員登録。
・ご登録後、予約サービスのご利用を開始するには、お近くの施設窓口での本人確認（本人確認書類の提示）が必要です。
・詳しくは施設にお問い合わせください。

小学生以下中・高校生一般区分
７０円（６０円）１００円（８０円）２２０円（１８０円）基本料金（２時間以内）
３５円５０円１１０円超過（１時間につき）

※減免利用：生活保護家庭・母子家庭・父子家庭・失業中の世帯・６５歳以上の方・
　　　　　　３０名以上の団体が対象。（　）内は減免利用料金。

料金区分
１,１００円拡声装置（１日）
１０円椅子（１脚）
１０円コインロッカー（１回）

付帯設備使用料

料金区分
１００円バドミントンラケット（１本）
１００円バドミントンシャトル（１個）
１００円卓球ラケット（１本）
１００円卓球ボール（１個）
１００円バスケットボール（１個）
２００円室内用レンタルシューズ（１足）
５００円ビブス（バスケットボール１チーム）

スポーツ用具レンタル料（１回）

体育館 専用使用（アリーナ）
半館全館区分

２,２９０円
（２時間につき）

４,５９０円
（２時間につき）

午前９時～午後１時
午後１時～午後５時

４,５９０円９,２１０円午後５時～午後９時
１,１４０円２,２９０円時間外（１時間につき）

料金区分

 １,２９０円
（２時間につき）

午前９時～午前１１時
午前１１時～午後１時
午後１時～午後３時
午後３時～午後５時

 ２,５９０円
（２時間につき）

午後５時～午後７時
午後７時～午後９時

 ６４０円時間外（１時間につき）

スタジオ　専用使用

※身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳の交付を受けている方とその介護者（個人使用では障がい者1名に付介護者は1名）及び、障がい者が主体となって組
織する団体が使用をする場合は、利用料金が免除になります。施設受付にて手帳・ミライロID等を提示のうえ、お問い合わせください。
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千葉市スポーツ施設、千葉市都市公園施設、千葉市花見川区花島コミュニティセンター指定管理者　スポーツクラブＮＡＳ

みつわ台第２公園スポーツ施設
１．施設概要

備考利用時間利用期間仕様施設
中学生以下の午後７時以降の利用は保護者の付き添い必要

午前９時～午後９時通年
３５.７５m×２１.５５mアリーナ

体育館
中学生以下は利用不可７７.４㎡トレーニング室

午前９時～午後５時通年両翼６８m・センター７７m野球場
照明付　中学生以下の午後７時以降の利用は保護者の付き添い必要午前９時～午後９時通年砂入り人工芝コート２面庭球場
幼児１名に対し保護者１人の付き添い必要

午前９時～午後６時夏期のみ営業
６コース・水深１.１ｍ～１.２ｍ２５m

屋外プール
幼児２名に対し保護者１人の付き添い必要水深０.２m～０.５m徒渉

※１２月２９日～１月３日は休館日とします。他の日にも工事等により休館となる場合があります。

住所：〒２６４ー００３２　千葉市若葉区みつわ台３ ３ー １ー　　TEL：０４３ー２８７ー３７３０　FAX：０４３ー２８７ー７１９２

２．施設利用料金

２０２４．４．１ 改定

■施設のご利用方法には、『個人使用』と『専用使用』があります。
個人使用　当日受付　２時間単位でご利用いただけます。
【利用可能施設】 体育館・トレ－ニング室・屋外プ－ル
※体育館のご利用は施設により「種目」・「時間」が異なりますので事前にお問い合わせください。
※大会開催により使用できない場合があります。事前にお問い合わせください。
　
専用使用　予約制（抽選予約・随時予約）施設を貸切ってご利用いただけます。
【利用可能施設】 体育館・野球場・庭球場
　

■施設のご予約には、事前に『ちば施設予約サービス』へのご登録が必要です。
・ご登録は、パソコン・スマートフォン・携帯電話から行えます。　検索サイトから「ちば施設予約サ－ビス」で会員登録。
・ご登録後、予約サービスのご利用を開始するには、お近くの施設窓口での本人確認（本人確認書類の提示）が必要です。
・詳しくは施設にお問い合わせください。

備考内容金額区分

［使用可能期間］
通年
※北谷津温水プールは７/１～８/３１
※その他のプールは夏期営業期間

［使用可能施設］
体育館・トレーニング室・プール・柔道場・剣道場・弓道場・相撲場
※中学生以下はトレーニング室の使用はできません。

１１０円×２２枚２,２００円一般
１８０円×１０枚１,８００円一般減免
５０円×２２枚１,０００円中・高校生
３５円×２２枚７００円小学生以下

共通定期券

利用開始日より
３１日間

３,５００円一般
２,０００円中・高校生
１,５００円小学生以下

個人使用共通回数券

※記載の料金は全て税込みです。

体育館 個人使用（アリーナ・トレーニング室）
小学生以下中・高校生一般区分
７０円（６０円）１００円（８０円）２２０円（１８０円）基本料金（２時間以内）
３５円５０円１１０円超過（１時間につき）

※減免利用：生活保護家庭・母子家庭・父子家庭・失業中の世帯・６５歳以上の方・
　　　　　　３０名以上の団体が対象。（　）内は減免利用料金。

料金区分
１,１００円拡声装置（１日）
１０円椅子（１脚）
１０円コインロッカー（１回）

付帯設備使用料
料金区分
１００円バドミントンラケット（１本）
１００円バドミントンシャトル（１個）
１００円卓球ラケット（１本）
１００円卓球ボール（１個）
１００円バスケットボール（１個）
２００円室内用レンタルシューズ（１足）

スポーツ用具レンタル料（１回）

体育館 専用使用（アリーナ）
半館全館区分

２,２９０円
（４時間につき）

４,５９０円
（４時間につき）

午前９時～午後１時
午後１時～午後５時

４,５９０円９,２１０円午後５時～午後９時
１,１４０円２,２９０円時間外（１時間につき）

小・中学生高校生一般区分

 ４６０円
（２時間につき）

 ６９０円
（２時間につき）

 １,４４０円
（２時間につき）

午前９時～午前１１時
午前１１時～午後１時
午後１時～午後３時
午後３時～午後５時

２３０円３４０円７２０円時間外（１時間につき）

野球場 専用使用

小・中・高校生一般区分
４６０円６３０円２時間につき

庭球場 専用使用（１面につき）
料金区分
４２０円１時間につき

照明使用料（１面につき）

小学生以下中・高校生一般区分
７０円（６０円）１００円（８０円）２２０円（１８０円）基本料金（２時間以内）
３５円５０円１１０円超過（１時間につき）

屋外プール（夏期限定） 個人使用

※減免利用：生活保護家庭・母子家庭・父子家庭・失業中の世帯・６５歳以上の方・３０名以上の団体が対象
　　　　　　（　）内は減免利用料金。

※身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳の交付を受けている方とその介護者（個人使用では障がい者1名に付介護者は1名）及び、障がい者が主体となって組
織する団体が使用をする場合は、利用料金が免除になります。施設受付にて手帳・ミライロID等を提示のうえ、お問い合わせください。



千葉市スポーツ施設、千葉市都市公園施設、千葉市花見川区花島コミュニティセンター指定管理者　スポーツクラブＮＡＳ

宮野木スポーツセンター
１．施設概要

備考利用時間利用期間仕様施設
中学生以下の午後７時以降の利用は保護者の付き添い必要

午前９時～午後９時通年
３１.４m×２９mアリーナ

体育館
中学生以下は利用不可１４０.８９㎡トレーニング室

午前９時～午後５時通年両翼７０m・センター８５m野球場
午前９時～午後５時通年クレーコート　４面庭球場

住所：〒２６３ー００５４　千葉市稲毛区宮野木町２１５０ー４　　TEL：０４３ー２５８ー９６９０　FAX：０４３ー２５８ー９６９２

※１２月２９日～１月３日は休館日とします。他の日にも工事等により休館となる場合があります。

２．施設利用料金

２．施設利用料金　※障がい者の利用料金免除は宮野木スポーツセンターに準じます。

中学生以下高校生一般区分

 ４６０円
（２時間につき）

 ６９０円
（２時間につき）

 １,４４０円
（２時間につき）

午前９時～午前１１時
午前１１時～午後１時
午後１時～午後３時
午後３時～午後５時

２３０円３４０円７２０円時間外（１時間につき）

野球場 専用使用

犢橋公園野球場
１．施設概要

備考利用時間利用期間仕様施設
午前９時～午後５時通年両翼９０m・センター１１９m野球場

※１２月２９日～１月３日は休館日とします。他の日にも工事等により休館となる場合があります。

住所：〒２６２ー００１１　千葉市花見川区三角町６５６ー４　　TEL：０４３ー２５８ー９６９０　FAX：０４３ー２５８ー９６９２（宮野木スポーツセンター）

２０２４．４．１ 改定

■施設のご予約には、事前に『ちば施設予約サービス』への
ご登録が必要です。

・ご登録は、パソコン・スマートフォン・携帯電話から行えます。　検索サイトから「ちば
施設予約サ－ビス」で会員登録。
・ご登録後、予約サービスのご利用を開始するには、お近くの施設窓口での本人確認（本人
確認書類の提示）が必要です。
・詳しくは施設にお問い合わせください。

※記載の料金は全て税込みです。

校庭夜間開放照明カード販売施設
照明カード １,６０５円（１時間）１回のご利用に２枚必要です。
＊購入後の返金は出来ません。

備考内容金額区分

［使用可能期間］
通年
※北谷津温水プールは７/１～８/３１
※その他のプールは夏期営業期間

［使用可能施設］
体育館・トレーニング室・プール
柔道場・剣道場・弓道場・相撲場
※中学生以下はトレーニング室の使用はでき
ません。

１１０円×２２枚２,２００円一般
１８０円×１０枚１,８００円一般減免
５０円×２２枚１,０００円中・高校生
３５円×２２枚７００円小学生以下

共通定期券

利用開始日より
３１日間

３,５００円一般
２,０００円中・高校生
１,５００円小学生以下

個人使用共通回数券

※身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳の交付を受けている方とその介護者（個人使用では障がい者1名に付介護者は1名）及び、障がい者が主体となって組
織する団体が使用をする場合は、利用料金が免除になります。施設受付にて手帳・ミライロID等を提示のうえ、お問い合わせください。

料金区分
１００円バドミントンラケット（１本）
１００円バドミントンシャトル（１個）
１００円卓球ラケット（１本）
１００円卓球ボール（１個）
１００円バスケットボール（１個）
２００円室内用レンタルシューズ（１足）

スポーツ用具レンタル料（１回）
料金区分
１,１００円拡声装置（１日）
１０円椅子（１脚）
１０円コインロッカー（１回）

付帯設備使用料

体育館 専用使用（アリーナ）
半館全館区分
２,２９０円

（４時間につき）
４,５９０円

（４時間につき）
午前９時～午後１時
午後１時～午後５時

４,５９０円９,２１０円午後５時～午後９時
１,１４０円２,２９０円時間外（１時間につき）

小・中・高校生一般区分

３００円
（２時間につき）

４６０円
（２時間につき）

午前９時～午前１１時
午前１１時～午後１時
午後１時～午後３時
午後３時～午後５時

庭球場 クレーコート　専用使用（１面につき）
小・中学生高校生一般区分

 ４６０円
（２時間につき）

 ６９０円
（２時間につき）

 １,４４０円
（２時間につき）

午前９時～午前１１時
午前１１時～午後１時
午後１時～午後３時
午後３時～午後５時

２３０円３４０円７２０円時間外（１時間につき）

野球場 専用使用

■施設のご利用方法には、『個人使用』と『専用使用』があります。
個人使用　当日受付　２時間単位でお一人様からでもご利用いただけます。
【利用可能施設】 体育館・トレ－ニング室
※体育館のご利用は施設により「種目」・「時間」が異なりますので事前にお問い合わせください。
※大会開催により使用できない場合があります。事前にお問い合わせください。
　
専用使用　予約制（抽選予約・随時予約）施設を貸切ってご利用いただけます。
【利用可能施設】 体育館・野球場・庭球場
　
■施設のご予約には、事前に『ちば施設予約サービス』へのご登録が必要です。
・ご登録は、パソコン・スマートフォン・携帯電話から行えます。　検索サイトから「ちば施設予約サ－ビス」で会員登録。
・ご登録後、予約サービスのご利用を開始するには、お近くの施設窓口での本人確認（本人確認書類の提示）が必要です。
・詳しくは施設にお問い合わせください。

体育館 個人使用（アリーナ・トレーニング室）
小学生以下中・高校生一般区分
７０円（６０円）１００円（８０円）２２０円（１８０円）基本料金（２時間以内）
３５円５０円１１０円超過（１時間につき）

※減免利用：生活保護家庭・母子家庭・父子家庭・失業中の世帯・６５歳以上の方・
　　　　　　３０名以上の団体が対象。（　）内は減免利用料金。



千葉市スポーツ施設、千葉市都市公園施設、千葉市花見川区花島コミュニティセンター指定管理者　スポーツクラブＮＡＳ

古市場公園スポーツ施設
１．施設概要

住所：〒２６６ー００２６　千葉市緑区古市場町４７４ー２７７　　TEL：０４３ー２６５ー３００５　FAX：０４３ー２６６ー３４３５

備考利用時間利用期間仕様施設
中学生以下の午後７時以降の利用は保護者の付き添い必要

午前９時～午後９時通年
１２００㎡アリーナ

体育館
中学生以下は利用不可（トレーニング室）

１００㎡トレーニング室
一周　約１４０mランニングコース

午前９時～午後５時通年両翼７６m・センター８７m野球場
午前９時～午後５時通年オールウェザーコート　２面庭球場

中学生以下の午後７時以降の利用は保護者の付き添い必要午前９時～午後９時通年３９７.７㎡相撲場
幼児１名に対し保護者１人の付き添い必要

午前９時～午後６時夏期のみ営業
７コース・水深１.１ｍ～１.４ｍ２５m

屋外プール
幼児２名に対し保護者１人の付き添い必要水深０.３m徒渉

※１２月２９日～１月３日は休館日とします。他の日にも工事等により休館となる場合があります。

２．施設利用料金

備考内容金額区分

［使用可能期間］
通年
※北谷津温水プールは７/１～８/３１
※その他のプールは夏期営業期間

［使用可能施設］
体育館・トレーニング室・プール・柔道場・剣道場・弓道場・相撲場
※中学生以下はトレーニング室の使用はできません。

１１０円×２２枚２,２００円一般
１８０円×１０枚１,８００円一般減免
５０円×２２枚１,０００円中・高校生
３５円×２２枚７００円小学生以下

共通定期券

利用開始日より
３１日間

３,５００円一般
２,０００円中・高校生
１,５００円小学生以下

個人使用共通回数券

２０２４．４．１ 改定

※記載の料金は全て税込みです。

相撲場 専用使用
相撲場区分
１,４４０円午前９時～午後１２時
２,９５０円午後１２時～午後５時
４,４４０円午後５時～午後９時
１,１００円時間外（１時間につき）

料金区分
１,１００円拡声装置（１日）
１０円椅子（１脚）
１０円コインロッカー（１回）

付帯設備使用料

相撲場 個人使用
小学生以下中・高校生一般区分
７０円（６０円）１００円（８０円）２２０円（１８０円）２時間まで
３５円５０円１１０円超過（１時間につき）

※減免利用：生活保護家庭・母子家庭・父子家庭・失業中の世帯・６５歳以上の方が対象
　　　　　 （　）内は減免利用料金。

体育館 専用使用（アリーナ）
半館全館区分
２,２９０円

（４時間につき）
４,５９０円

（４時間につき）
午前９時～午後１時
午後１時～午後５時

４,５９０円９,２１０円午後５時～午後９時
１,１４０円２,２９０円時間外（１時間につき）

体育館 個人使用（アリーナ・トレーニング室）
小学生以下中・高校生一般区分
７０円（６０円）１００円（８０円）２２０円（１８０円）基本料金（２時間以内）
３５円５０円１１０円超過（１時間につき）

※減免利用：生活保護家庭・母子家庭・父子家庭・失業中の世帯・６５歳以上の方・
　　　　　　３０名以上の団体が対象。（　）内は減免利用料金。

料金区分
１,１００円拡声装置（１日）
１０円椅子（１脚）
１０円コインロッカー（１回）

料金区分
１００円バドミントンラケット（１本）
１００円バドミントンシャトル（１個）
１００円卓球ラケット（１本）
１００円卓球ボール（１個）
１００円バスケットボール（１個）
２００円室内用レンタルシューズ（１足）

付帯設備使用料 スポーツ用具レンタル料（１回）

■施設のご利用方法には、『個人使用』と『専用使用』があります。
個人使用　当日受付　２時間単位でご利用いただけます。
【利用可能施設】 体育館・トレ－ニング室・相撲場・屋外プ－ル
※体育館のご利用は施設により「種目」・「時間」が異なりますので事前にお問い合わせください。
※大会開催により使用できない場合があります。事前にお問い合わせください。
　
専用使用　予約制（抽選予約・随時予約）施設を貸切ってご利用いただけます。
【利用可能施設】 体育館・相撲場・庭球場
　

■施設のご予約には、事前に『ちば施設予約サービス』へのご登録が必要です。
・ご登録は、パソコン・スマートフォン・携帯電話から行えます。　検索サイトから「ちば施設予約サ－ビス」で会員登録。
・ご登録後、予約サービスのご利用を開始するには、お近くの施設窓口での本人確認（本人確認書類の提示）が必要です。
・詳しくは施設にお問い合わせください。

庭球場 オールウェザーコート　専用使用（１面につき）
小・中・高校生一般区分

４６０円
（２時間につき）

６３０円
（２時間につき）

午前９時～午前１１時
午前１１時～午後１時
午後１時～午後３時
午後３時～午後５時

小学生以下中・高校生一般区分
７０円（６０円）１００円（８０円）２２０円（１８０円）基本料金（２時間以内）
３５円５０円１１０円超過（１時間につき）

屋外プール（夏期限定） 個人使用

※減免利用：生活保護家庭・母子家庭・父子家庭・失業中の世帯・６５歳以上の方・３０名以上の団体が対象
　　　　　　（　）内は減免利用料金。

野球場 専用使用
小・中学生高校生一般区分

 ４６０円
（２時間につき）

 ６９０円
（２時間につき）

 １,４４０円
（２時間につき）

午前９時～午前１１時
午前１１時～午後１時
午後１時～午後３時
午後３時～午後５時

２３０円３４０円７２０円時間外（１時間につき）

※身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳の交付を受けている方とその介護者（個人使用では障がい者1名に付介護者は1名）及び、障がい者が主体となって組
織する団体が使用をする場合は、利用料金が免除になります。施設受付にて手帳・ミライロID等を提示のうえ、お問い合わせください。



千葉市スポーツ施設、千葉市都市公園施設、千葉市花見川区花島コミュニティセンター指定管理者　スポーツクラブＮＡＳ

中田スポーツセンター 住所：〒２６５ー００４３　千葉市若葉区中田町１２００ー１　　TEL：０４３ー２２８ー２４１５　FAX：０４３ー２２８ー２４７５

昭和の森スポーツ施設
１．施設概要

備考利用時間利用期間仕様施設

午前９時～午後５時通年
両翼９２ｍ・センター１２０m球技場
砂入り人工芝コート　８面庭球場

住所：〒２６７ー００６１　千葉県千葉市緑区土気町２２外　　TEL：０４３ー２０５ー１１７１　FAX：０４３ー２０５ー１１７１

※１２月２９日～１月３日は休館日とします。他の日にも工事等により休館となる場合があります。

２．施設利用料金　※障がい者の利用料金免除は中田スポーツセンターに準じます。

球技場 専用使用
小・中学生高校生一般区分

　４６０円
（２時間につき）

　６２０円
（２時間につき）

１,２９０円
（２時間につき）

午前９時～午前１１時
午前１１時～午後１時
午後１時～午後３時
午後３時～午後５時

　２３０円　３１０円　６４０円時間外（１時間につき）

庭球場 砂入り人工芝　専用使用（１面につき）
小・中・高校生一般区分

　４６０円
（２時間につき）

　６３０円
（２時間につき）

午前９時～午前１１時
午前１１時～午後１時
午後１時～午後３時
午後３時～午後５時

スポーツ用具レンタル料（１回）
料金区分
３００円硬式テニスラケット（１本）

１．施設概要
備考利用時間利用期間仕様施設

午前９時～午後５時通年

１０５m×６８m　芝舗装球技場
４３m×２３m　芝舗装多目的運動場
両翼８６.８７m・センター９７.５４m野球場
砂入り人工芝コート　４面庭球場
２コース　８Ｈ・１０Ｈ　芝舗装グラウンドゴルフ場

※１２月２９日～１月３日は休館日とします。他の日にも工事等により休館となる場合があります。

２．施設利用料金

※記載の料金は全て税込みです。

■施設のご利用方法には、『個人使用』と『専用使用』があります。
個人使用　当日受付　２時間単位でお一人様からでもご利用いただけます。
【利用可能施設】 グラウンドゴルフ場
※大会開催により使用できない場合があります。事前にお問い合わせください。
　
専用使用　予約制（抽選予約・随時予約）施設を貸切ってご利用いただけます。
【利用可能施設】 球技場・野球場・グラウンドゴルフ場・多目的運動場・庭球場
　
■施設のご予約には、事前に『ちば施設予約サービス』へのご登録が必要です。
・ご登録は、パソコン・スマートフォン・携帯電話から行えます。　検索サイトから「ちば施設予約サ－ビス」で会員登録。
・ご登録後、予約サービスのご利用を開始するには、お近くの施設窓口での本人確認（本人確認書類の提示）が必要です。
・詳しくは施設にお問い合わせください。

球技場 専用使用
小・中学生高校生一般区分

１,７２０円
（２時間につき）

２,５８０円
（２時間につき）

５,１８０円
（２時間につき）

午前９時～午前１１時
午前１１時～午後１時
午後１時～午後３時
午後３時～午後５時

　８６０円１,２９０円２,５９０円時間外（１時間につき）

多目的運動場 専用使用
小・中学生高校生一般区分

　７８０円
（２時間につき）

１,１７０円
（２時間につき）

２,３５０円
（２時間につき）

午前９時～午前１１時
午前１１時～午後１時
午後１時～午後３時
午後３時～午後５時

　３９０円　５８０円１,１７０円時間外（１時間につき）

野球場 専用使用
小・中学生高校生一般区分

　４６０円
（２時間につき）

　６９０円
（２時間につき）

１,４４０円
（２時間につき）

午前９時～午前１１時
午前１１時～午後１時
午後１時～午後３時
午後３時～午後５時

　２３０円　３４０円　７２０円時間外（１時間につき）

庭球場 砂入り人工芝　専用使用（１面につき）
小・中・高校生一般区分

４６０円
（２時間につき）

６３０円
（２時間につき）

午前９時～午前１１時
午前１１時～午後１時
午後１時～午後３時
午後３時～午後５時

料金区分
１００円クラブ（１本）
１００円ボール（１個）

スポーツ用具レンタル料（１回）
料金区分
１,１００円拡声装置（１日）
１０円椅子（１脚）
１０円コインロッカー（１回）

付帯設備使用料

小・中・高校生一般区分
１５０円（１２０円）３００円（２４０円）基本料金（２時間以内）

７５円１５０円超過（１時間につき）

グラウンドゴルフ場 個人使用

※減免利用：生活保護家庭・母子家庭・父子家庭・失業中の世帯・
　６５歳以上の方・３０名以上の団体対象が対象。（　）内は減免利用料金。

料金区分

３,１３０円
（２時間につき）

午前９時～午前１１時
午前１１時～午後１時
午後１時～午後３時
午後３時～午後５時

１,５６０円時間外（１時間につき）

グラウンドゴルフ場 専用使用
備考内容金額区分

［使用可能期間］
通年
　

［使用可能施設］
中田スポーツセンター（グラウンドゴルフ場）

１５０円×２２枚３,０００円一般

２４０円×１０枚２,４００円一般減免

個人使用通常期回数券 （中田スポーツセンター，北谷津温水プール）

※身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳の交付を受けている方とその介護者（個人使用では障がい者1名に付介護者は1名）及び、障がい者が主体となって組
織する団体が使用をする場合は、利用料金が免除になります。施設受付にて手帳・ミライロID等を提示のうえ、お問い合わせください。

２０２４．４．１ 改定



千葉市スポーツ施設、千葉市都市公園施設、千葉市花見川区花島コミュニティセンター指定管理者　スポーツクラブＮＡＳ

磯辺スポ－ツセンタ－
１．施設概要

住所：〒２６１-００１２　千葉市美浜区磯辺１ ５ー０ー １　　TEL：０４３ー２７０ー６７８０　FAX：０４３ー２７０ー６７９０

備考利用時間利用期間仕様施設

午後７時以降、中学生以下の利用には保護者の
付き添いが必要午前９時～午後９時通年

利用可能種目
・バスケットボール１面
・ミニバスケットボール２面
・６人制バレーボール２面
・９人制バレーボール１面
・バドミントン４面
・卓球１４台
・その他

体育館

野球での使用は小・中学生のみ、硬式は不可午前９時～午後５時通年

利用可能種目
・ソフトボ－ル・少年野球２面（７０m×７０m、中堅８５m）
・サッカー２面（６８m×５０m）
・公式サッカ－１面（１０５m×６８m）※サッカ－２面使用

多目的グラウンド

※１２月２９日～１月３日は休館日とします。他の日にも工事等により休館となる場合があります。
※その他の種目でご利用の場合にはお問い合わせください。

２．施設利用料金

２０２４．４．１ 改定

※記載の料金は全て税込みです。

■施設のご利用方法には、『個人使用』と『専用使用』があります。
個人使用　当日受付　２時間単位でお一人様からでもご利用いただけます。
【利用可能施設】体育館
※体育館のご利用は施設により「種目」・「時間」が異なりますので事前にお問い合わせください。
※大会開催により使用できない場合があります。事前にお問い合わせください。

専用使用　予約制（抽選予約・随時予約）施設を貸切ってご利用いただけます。
【利用可能施設】体育館・多目的グラウンド

■施設のご予約には、事前に『ちば施設予約サービス』へのご登録が必要です。
・ご登録は、パソコン・スマートフォン・携帯電話から行えます。　検索サイトから「ちば施設予約サ－ビス」で会員登録。
・ご登録後、予約サービスのご利用を開始するには、お近くの施設窓口での本人確認（本人確認書類の提示）が必要です。
・詳しくは施設にお問い合わせください。

小学生以下中・高校生一般区分
７０円（６０円）１００円（８０円）２２０円（１８０円）基本料金（２時間以内）
３５円５０円１１０円超過（１時間につき）

※減免利用：生活保護家庭・母子家庭・父子家庭・失業中の世帯・６５歳以上の方・
　　　　　　３０名以上の団体が対象。（　）内は減免利用料金。

体育館 個人使用
料金区分
１,１００円拡声装置（１日）
１０円椅子（１脚）
１０円コインロッカー（１回）

付帯設備使用料
料金区分
１００円バドミントンラケット（１本）
１００円バドミントンシャトル（１個）
１００円卓球ラケット（１本）
１００円卓球ボール（１個）
１００円バスケットボール（１個）
２００円室内用レンタルシューズ（１足）
５００円ビブス（バスケットボール１チーム）

スポーツ用具レンタル料（１回）

体育館 専用使用
半館全館区分

２,２９０円
（４時間につき）

４,５９０円
（４時間につき）

午前９時～午後１時
午後１時～午後５時

４,５９０円９,２１０円午後５時～午後９時
１,１４０円２,２９０円時間外（１時間につき）

小・中学生高校生一般区分

１面 ４６０円
２面 ９２０円
（２時間につき）

１面  ６９０円
２面 １,３８０円
（２時間につき）

１面 １,４４０円
２面 ２,８８０円
（２時間につき）

午前９時～午前１１時
午前１１時～午後１時
午後１時～午後３時
午後３時～午後５時

１面 ２３０円
２面 ４６０円

１面 ３４０円
２面 ６８０円

１面 ７２０円
２面 １,４４０円時間外（１時間につき）

多目的グラウンド 専用使用

備考内容金額区分

［使用可能期間］
通年
※北谷津温水プールは７/１～８/３１
※その他のプールは夏期営業期間

［使用可能施設］
体育館・トレーニング室・プール・柔道場・剣道場・弓道場・相撲場
※中学生以下はトレーニング室の使用はできません。

１１０円×２２枚２,２００円一般
１８０円×１０枚１,８００円一般減免
５０円×２２枚１,０００円中・高校生
３５円×２２枚７００円小学生以下

共通定期券

利用開始日より
３１日間

３,５００円一般
２,０００円中・高校生
１,５００円小学生以下

個人使用共通回数券

※身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳の交付を受けている方とその介護者（個人使用では障がい者1名に付介護者は1名）及び、障がい者が主体となって組
織する団体が使用をする場合は、利用料金が免除になります。施設受付にて手帳・ミライロID等を提示のうえ、お問い合わせください。



施　　　設 仕　　　様 利用時間 備　　　考
■施設概要

千葉公園スポーツ施設 住所：〒260ｰ0045　千葉市中央区弁天 4 ｰ 1 ｰ 2 　　TEL：043ｰ253ｰ8050　FAX：043ｰ255ｰ1048

■ 専用使用での施設のご予約には、事前に『ちば施設予約サービス』へのご登録が必要です。
・ご登録は、パソコン・スマートフォン・携帯電話から行えます。検索サイトから「ちば施設予約サ－ビス」で会員登録。
・ご登録後、予約サービスのご利用を開始するには、お近くの施設窓口での本人確認（本人確認書類の提示）が必要です。
・詳しくは施設にお問い合わせください。

■ 施設のご利用方法には、『専用使用』と『個人使用』があります。
専用使用　予約制（抽選予約・随時予約）施設を貸切ってご利用いただけます。
【利用可能施設】メインアリーナ・サブアリーナ・弓道場・アーチェリー場・柔道場・剣道場・3×3コート・多目的室

■ 施設利用料金
※身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳の交付を受けている方とその介護者（個人使用では障がい者１名に付介護者は１名）及び、障がい者が主体となっ
て組織する団体が使用をする場合は、利用料金が免除になります。施設受付にて手帳・ミライロID等を提示のうえ、お問い合わせください。

※入場料の類を徴収しない場合（入場料の類を徴収する場合は別料金となります。施設までお問い合わせください。）

コピー・FAX送受信サービス料
10円
50円
10円
20円
30円
10円

モノクロ
カラー
市内
県内市外
県外

コピー
（１枚につき）

FAX送信
（国内宛１枚につき）

FAX受信（１枚につき）

（千葉公園総合体育館）

屋外プール
（夏期のみ営業）

メインアリーナ

サブアリーナ

武道場１

武道場２

弓道場
アーチェリー場

トレーニング室

バスケットコート

多目的室

50m
幼児
徒渉

44m×36m
バスケットボール（２面）、
バレーボール（２面）、バドミントン（10面）、
卓球（30台）、ハンドボール（１面）、
フットサル（１面）、体操競技等
※半館利用ではバドミントンは4面です
観 客 席：1,052席（車いす用８席含む）
36m×20.5m
バスケットボール（１面）、
バレーボール（１面）、バドミントン（４面）、
卓球（20台）、フットサル（１面）等
25m×12m
畳敷き（柔道場２面）
28.5m×14.5m
板張り（剣道場２面）

近的５人立（洋弓５人立30ｍ）

有酸素系マシン
筋力トレーニング系マシン
３×３コート
（専用コート１面・練習用ゴール１基）
92㎡　フローリング
鏡・バレエバー・音響装置
９コース・水深1.3ｍ～1.6ｍ　照明付き
長さ20m　水深0.9ｍ～1.0ｍ
水深0.4m～0.45m　滑り台１基

午前９時～午後９時

午前９時～午後５時

午前９時～午後９時

午前９時～午後８時

午前９時～午後６時

中学生以下の午後７時以降の利用は
保護者の付き添い必要

※専用使用（団体使用）は除く。

初めてご利用される方は施設までお問い合わせください

中学生以下は利用不可

屋外

中学生以下の午後７時以降の利用は保護者の付き添い必要
幼児１名に対し保護者１名の付き添い必要
幼児２名に対し保護者１名の付き添い必要

※12月29日～１月３日、毎月第三木曜日（総合体育館のみ）は休館日とします。他の日にも工事等により休館となる場合があります。

メインアリーナ　専用使用

9,180円
9,180円
18,420円
36,720円
4,580円

4,590円
4,590円
9,210円
18,360円
2,290円

午前９時～午後１時
午後１時～午後５時
午後５時～午後９時
午前９時～午後９時
時間外（１時間につき）

55,080円
55,080円
110,160円
220,320円
27,540円

27,540円
27,540円
55,080円
110,160円
13,770円

アマチュアスポーツ アマチュアスポーツ以外 アマチュアスポーツ アマチュアスポーツ以外
全　　館 半　　館

サブアリーナ　専用使用

4,590円
4,590円
9,210円
18,360円
2,290円

午前９時～午後１時
午後１時～午後５時
午後５時～午後９時
午前９時～午後９時
時間外（１時間につき）

27,540円
27,540円
55,080円
110,160円
13,770円

全　　館
アマチュアスポーツ アマチュアスポーツ以外

弓道場・アーチェリー場　専用使用

各時間帯（２時間）
1,290円

各時間帯（２時間）
2,580円
810円

各時間帯（２時間）
620円

各時間帯（２時間）
1,240円
380円

午前９時～午前11時
午前11時～午後１時
午後１時～午後３時
午後３時～午後５時
午後５時～午後７時
午後７時～午後９時
時間外（１時間につき）

各時間帯（２時間）
460円

各時間帯（２時間）
930円
250円

高校生 中学生以下一　般

柔道場・剣道場　専用使用

各時間帯（２時間）
1,290円

各時間帯（２時間）
2,580円
810円

各時間帯（２時間）
620円

各時間帯（２時間）
1,240円
380円

午前９時～午前11時
午前11時～午後１時
午後１時～午後３時
午後３時～午後５時
午後５時～午後７時
午後７時～午後９時
時間外（１時間につき）

各時間帯（２時間）
460円

各時間帯（２時間）
930円
250円

各時間帯（２時間）
640円

各時間帯（２時間）
1,290円
400円

各時間帯（２時間）
310円

各時間帯（２時間）
620円
190円

各時間帯（２時間）
230円

各時間帯（２時間）
460円
120円

高校生
全面（２面） 半面（１面）

中学生以下一　般 高校生 中学生以下一　般

屋外バスケットコート（3×3）　専用使用

各時間帯（2時間）

1,400円

1,050円

各時間帯（2時間）

700円

520円

午前９時～午前11時
午前11時～午後１時
午後１時～午後３時
午後３時～午後５時
時間外（１時間につき）

各時間帯（2時間）

460円

340円

中・高校生 小学生以下一　般

空調設備（冷暖房）
2,640円 1,320円１時間につき

メインアリーナ サブアリーナ

音響装置
80円 170円１時間につき

アマチュアスポーツ
入場料無し 

アマチュアスポーツ以外

附属施設・設備利用料
510円
510円
10円
20円

1時間につき
1時間につき
１脚
１回

審判室
放送室
椅子

コインロッカー

駐車場
普通自動車（１時間につき）
大型自動車（１日）

300円（1日最大700円）
2,800円

※開場時間　午前８時～午後９時30分

300台（車いす利用者10台含む）　※駐輪場52台

※2023年８月オープン予定

1,020円１時間につき

多目的室
510円１時間につき

会議室
スポーツ用具レンタル料（１回）

500円
100円
100円
100円
100円
200円
100円
100円
5,500円

ビブス（バスケ１チーム）
バドミントンラケット（１本）
バドミントンシャトル（１個）
卓球ラケット（１本）
卓球ボール（１個）
屋内用シューズ（１足）
バスケットボール（１個）
バレーボール（１個）
新体操練習用マット



※記載の料金は全て税込みです。

■ 施設のご利用方法には、『個人使用』と『専用使用』があります。
個人使用　当日受付　２時間単位でお一人様からでもご利用いただけます。
【利用可能施設】サブアリーナ・弓道場・アーチェリー場・柔道場・剣道場・トレーニング室・屋外プール
※サブアリーナのご利用は利用日により「種目」・「時間」が異なりますので事前にお問い合わせまたはＨＰにてご確認ください。
　種目：卓球・バドミントン、バスケットボール他
※大会等開催により使用できない場合があります。

■ 施設利用料金
※身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳の交付を受けている方とその介護者（障がい者１名に付１名）の利用料金が免除になります。
　施設受付にて手帳・ミライロID等を提示のうえ、お問い合わせください。
※入場料の類を徴収しない場合（入場料の類を徴収する場合は別料金となります。施設までお問い合わせください。）

個人使用共通回数券（千葉市スポーツ施設・花島コミュニティセンター）

校庭夜間開放照明カード販売施設
照明カード 1,605円（１時間）１回のご利用に２枚必要です。
＊購入後の返金は出来ません。

共通定期券

［使用可能施設］
体育館・トレーニング室・プール
柔道場・剣道場・弓道場・相撲場
※中学生以下はトレーニング室の使用はでき
ません。
※北谷津温水プールでのご利用可能期間は
7/1～8/31です。

110円×22枚
180円×10枚
50円×22枚
35円×22枚

2,200円
1,800円
1,000円
700円

3,500円
2,000円
1,500円

一般
一般減免
中・高校生
小学生以下

一般
中・高校生
小学生以下

備　　　考内　　容金　　額区　　分

利用開始日より
31日間

千葉市スポーツ施設、千葉市都市公園施設、千葉市花見川区花島コミュニティセンター指定管理者　スポーツクラブＮＡＳ

小学生以下中・高校生一　　般区　　分
基本料金（２時間以内）
超過（１時間につき）

220円（180円）
110円

100円（80円）
50円

70円（60円）
35円

※減免利用：生活保護家庭・母子家庭・父子家庭・失業中の世帯・65歳以上の方・30名以上の団体が対象。
　　　　　　（　）内は減免利用料金。

屋外プール（夏期限定）　個人使用

2024.4.1 改定

サブ
アリーナ

２Ｆ 1Ｆ 

メインアリーナ
（観客席あり）

キッズ
ルーム

受付
スポーツ
フォーラム

武道場２
（板張り）

武道場１
（畳敷き）

多目的室

弓道場
アーチェリー場

トレーニング室
受付

プール側
出入口

モノレール側
出入口

屋外バスケ
コート (3×3)

M2Ｆ

※減免利用：生活保護家庭・母子家庭・父子家庭・失業中の世帯・65歳以上の方・30名以上の団体が対象。
　　　　　　（　）内は減免利用料金。
※弓道場・アーチェリー場のご利用には利用許可認定証が必要です。初めてご利用される方は施設までお問い合わせください。

220円（180円）
110円

220円（180円）
110円

220円（180円）
110円

220円（180円）
110円

２時間以内
超過（１時間につき）
２時間以内

超過（１時間につき）
２時間以内

超過（１時間につき）
２時間以内

超過（１時間につき）

サブアリーナ

トレーニング室

弓道場・アーチェリー場

柔道場・剣道場

100円（80円）
50円

100円（80円）
50円

100円（80円）
50円

100円（80円）
50円

100円（80円）
50円

70円（60円）
35円

70円（60円）
35円

70円（60円）
35円

70円（60円）
35円

高校生 中学生 小学生以下一　般時　　間

総合体育館　個人使用
スポーツ用具レンタル料（１回）

500円
100円
100円
100円
100円
200円
100円
100円
5,500円

ビブス（バスケ１チーム）
バドミントンラケット（１本）
バドミントンシャトル（１個）
卓球ラケット（１本）
卓球ボール（１個）
屋内用シューズ（１足）
バスケットボール（１個）
バレーボール（１個）
新体操練習用マット



千葉市スポーツ施設、千葉市都市公園施設、千葉市花見川区花島コミュニティセンター指定管理者　スポーツクラブＮＡＳ

有吉公園スポーツ施設
１．施設概要

備考利用時間利用期間仕様施設

午前９時～午後５時通年レフト９０m・センター９６m
ライト８５m・内野土・外野芝舗装野球場

午前９時～午後５時通年オールウェザーコート　２面
庭球場

照明有
中学生以下の午後７時以降の利用は保護者の付き添い必要午前９時～午後９時通年オールウェザーコート　３面

幼児１名に対し保護者１人の付き添い必要
午前９時～午後６時夏期のみ営業

７コース・水深０.９ｍ～１.１ｍ２５m
屋外プール

幼児２名に対し保護者１人の付き添い必要水深０.３ｍ徒渉

住所：〒２６６ー００３４　千葉市緑区おゆみ野有吉３２　　TEL：０４３ー２９１ー１８００　FAX：０４３ー２９２ー２１８９

※１２月２９日～１月３日は休館日とします。他の日にも工事等により休館となる場合があります。

２．施設利用料金

２０２４．４．１ 改定

※記載の料金は全て税込みです。

校庭夜間開放照明カード販売施設
照明カード １,６０５円（１時間）１回のご利用に２枚必要です。
＊購入後の返金は出来ません。

備考内容金額区分

［使用可能期間］
通年
※北谷津温水プールは７/１～８/３１
※その他のプールは夏期営業期間

［使用可能施設］
体育館・トレーニング室・プール
柔道場・剣道場・弓道場・相撲場
※中学生以下はトレーニング室の使用はでき
ません。

１１０円×２２枚２,２００円一般
１８０円×１０枚１,８００円一般減免
５０円×２２枚１,０００円中・高校生
３５円×２２枚７００円小学生以下

共通定期券

利用開始日より
３１日間

３,５００円一般
２,０００円中・高校生
１,５００円小学生以下

個人使用共通回数券

野球場 専用使用
小・中学生高校生一般区分

 ４６０円
（２時間につき）

 ６９０円
（２時間につき）

１,４４０円
（２時間につき）

午前９時～午前１１時
午前１１時～午後１時
午後１時～午後３時
午後３時～午後５時

２３０円３４０円７２０円時間外（１時間につき）

小・中・高校生一般区分
４６０円６３０円２時間まで

庭球場 オールウェザーコート　専用使用（１面につき）
料金区分
４２０円１時間につき

照明使用料（１面につき）

※照明設備のない２面に摘要

小学生以下中・高校生一般区分
７０円（６０円）１００円（８０円）２２０円（１８０円）基本料金（２時間以内）
３５円５０円１１０円超過（１時間につき）

屋外プール（夏期限定） 個人使用

※減免利用：生活保護家庭・母子家庭・父子家庭・失業中の世帯・６５歳以上の方・３０名以上の団体が対象。
　　　　　　（　）内は減免利用料金。

■施設のご利用方法には、『個人使用』と『専用使用』があります。
個人使用　当日受付　２時間単位でご利用いただけます。
【利用可能施設】 屋外プ－ル
　
専用使用　予約制（抽選予約・随時予約）施設を貸切ってご利用いただけます。
【利用可能施設】 野球場・庭球場
　

■施設のご予約には、事前に『ちば施設予約サービス』へのご登録が必要です。
・ご登録は、パソコン・スマートフォン・携帯電話から行えます。　検索サイトから「ちば施設予約サ－ビス」で会員登録。
・ご登録後、予約サービスのご利用を開始するには、お近くの施設窓口での本人確認（本人確認書類の提示）が必要です。
・詳しくは施設にお問い合わせください。

※身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳の交付を受けている方とその介護者（個人使用では障がい者1名に付介護者は1名）及び、障がい者が主体となって組
織する団体が使用をする場合は、利用料金が免除になります。施設受付にて手帳・ミライロID等を提示のうえ、お問い合わせください。



千葉市スポーツ施設、千葉市都市公園施設、千葉市花見川区花島コミュニティセンター指定管理者　スポーツクラブＮＡＳ

稲毛海浜公園スポーツ施設
１．施設概要

備考利用時間利用期間仕様施設
中学生以下の午後７時以降の利用は保護者の付き添い必要午前９時～午後９時

通年

１０５m×６８m　芝舗装・照明設備付球技場
午前９時～午後５時４５.２m×６０m　人工芝屋内運動場
午前９時～午後５時南北に２面野球場

午前９時～午後５時
砂入り人工芝コート　９面

庭球場
クレーコート　４面

※１２月２９日～１月３日は休館日とします。他の日にも工事等により休館となる場合があります。

住所：〒２６１ー０００３　千葉市美浜区高浜７ １ー ３ー　　TEL：０４３ー２４７ー２４４３　FAX：０４３ー２４５ー２３１７

２０２４．４．１ 改定

２．施設利用料金

※記載の料金は全て税込みです。

２．施設利用料金　※障がい者の利用料金免除は稲毛海浜公園スポーツ施設に準じます。

庭球場 砂入り人工芝コート　専用使用（１面につき）
小・中・高校生一般区分

４６０円
（２時間につき）

６３０円
（２時間につき）

午前９時～午前１１時
午前１１時～午後１時
午後１時～午後３時
午後３時～午後５時

アマチュア
スポーツ以外に使用

アマチュアスポーツに使用
区分

小・中学生高校生一般
２２,９３０円２,３５０円３,３００円６,６００円２時間まで
１１,４６０円１,１７０円１,６５０円３,３００円時間外（１時間につき）

料金区分
２,２００円照明設備（１時間）
２,０８０円更衣・シャワー室（１時間）
５１０円会議室（１時間）

付帯設備使用料球技場 専用使用

アマチュア
スポーツ以外に使用

アマチュアスポーツに使用
区分

小・中学生高校生一般
２７,２２０円２,０３０円３,１３０円６,３８０円１時間につき

２,５２０円フットサル（１時間）
１,２６０円ゲートボール（１時間）

アマチュア
スポーツ以外に使用

アマチュア
スポーツに使用区分

１０,６７０円５,３２０円全灯（１時間）
１０,６７０円５,３２０円半灯（２時間）

照明使用料

料金区分
１,７００円放送設備（１時間）
２,１１０円シャワールーム（１時間）
５１０円会議室（１時間）
５０円コインロッカー（１回）

付帯設備使用料稲毛屋内運動場 専用使用

小・中学生高校生一般区分

 ４６０円
（２時間につき）

 ６９０円
（２時間につき）

  １,４４０円
（２時間につき）

午前９時～午前１１時
午前１１時～午後１時
午後１時～午後３時
午後３時～午後５時

２３０円３４０円７２０円時間外（１時間につき）

野球場 専用使用

小・中・高校生一般区分

３００円
（２時間につき）

４６０円
（２時間につき）

午前９時～午前１１時
午前１１時～午後１時
午後１時～午後３時
午後３時～午後５時

庭球場 クレーコート　専用使用（１面につき）
小・中・高校生一般区分

４６０円
（２時間につき）

６３０円
（２時間につき）

午前９時～午前１１時
午前１１時～午後１時
午後１時～午後３時
午後３時～午後５時

庭球場 砂入り人工芝コート　専用使用（１面につき）

住所：〒２６１ー０００３　千葉市美浜区高浜２ １ー　　TEL：０４３ー２４６ー２６７３　FAX：０４３ー２４６ー２６７３袖ヶ浦第４緑地公園（高浜庭球場）
１．施設概要

利用時間利用期間仕様施設
午前９時～午後５時通年砂入り人工芝コート　８面庭球場

※１２月２９日～１月３日は休場日とします。他の日にも工事等により休場となる場合があります。

■施設のご予約には、事前に『ちば施設予約サービス』へのご登録が必要です。
・ご登録は、パソコン・スマートフォン・携帯電話から行えます。　検索サイトから「ちば施設予約サ－ビス」で会員登録。
・ご登録後、予約サービスのご利用を開始するには、お近くの施設窓口での本人確認（本人確認書類の提示）が必要です。
・詳しくは施設にお問い合わせください。

※身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳の交付を受けている方とその介護者（個人使用では障がい者1名に付介護者は1名）及び、障がい者が主体となって組
織する団体が使用をする場合は、利用料金が免除になります。施設受付にて手帳・ミライロID等を提示のうえ、お問い合わせください。



千葉市スポーツ施設、千葉市都市公園施設、千葉市花見川区花島コミュニティセンター指定管理者　スポーツクラブＮＡＳ

花島公園スポーツ施設
１．施設概要

備考利用時間利用期間仕様施設
中学生以下の午後７時以降の利用は保護者の付き添い必要

午前９時～午後９時通年
１,１２３.１４㎡アリーナ

体育館
中学生以下は利用不可９０.７４㎡トレーニング室

午前９時～午後５時通年１０５m×６８m　芝舗装球技場（野球場併用）
午前９時～午後５時通年砂入人工芝コート　４面庭球場

小学生以下は利用不可
中学生の午後７時以降の利用は保護者の付き添い必要午前９時～午後９時通年近的５人立２８m弓道場

※１２月２９日～１月３日は休館日とします。他の日にも工事等により休館となる場合があります。

住所：〒２６２ー００４２　千葉市花見川区花島町３０８花島公園センター内　　TEL：０４３ー２８６ー８８２５　FAX：０４３ー２８６ー８８２６

２０２４．４．１ 改定

２．施設利用料金

※記載の料金は全て税込みです。

備考内容金額区分

［使用可能期間］
通年
※北谷津温水プールは７/１～８/３１
※その他のプールは夏期営業期間

［使用可能施設］
体育館・トレーニング室・プール
柔道場・剣道場・弓道場・相撲場
※中学生以下はトレーニング室の使用はでき
ません。

１１０円×２２枚２,２００円一般
１８０円×１０枚１,８００円一般減免
５０円×２２枚１,０００円中・高校生
３５円×２２枚７００円小学生以下

共通定期券

利用開始日より
３１日間

３,５００円一般
２,０００円中・高校生
１,５００円小学生以下

個人使用共通回数券

校庭夜間開放照明カード販売施設
照明カード １,６０５円（１時間）１回のご利用に２枚必要です。
＊購入後の返金は出来ません。

小・中・高校生一般区分

４６０円
（２時間につき）

６３０円
（２時間につき）

午前９時～午前１１時
午前１１時～午後１時
午後１時～午後３時
午後３時～午後５時

庭球場 砂入り人工芝　専用使用（１面につき）

体育館 個人使用（アリーナ・トレーニング室）
小学生以下中・高校生一般区分
７０円（６０円）１００円（８０円）２２０円（１８０円）基本料金（２時間以内）
３５円５０円１１０円超過（１時間につき）

※減免利用：生活保護家庭・母子家庭・父子家庭・失業中の世帯・６５歳以上の方・
　　　　　　３０名以上の団体が対象。（　）内は減免利用料金。

料金区分
８０円拡声装置（１時間につき）
１０円椅子（１脚）
１０円コインロッカー（１回）

付帯設備使用料
料金区分
１００円バドミントンラケット（１本）
１００円バドミントンシャトル（１個）
１００円卓球ラケット（１本）
１００円卓球ボール（１個）
１００円バスケットボール（１個）
２００円室内用レンタルシューズ（１足）

スポーツ用具レンタル料（１回）

体育館 専用使用（アリーナ）
半館全館区分
２,２９０円４,５９０円午前９時～午後１時
２,２９０円４,５９０円午後１時～午後５時
４,５９０円９,２１０円午後５時～午後９時
１,１４０円２,２９０円時間外（１時間につき）

小・中学生高校生一般区分

 ４６０円
（２時間につき）

 ６２０円
（２時間につき）

 １,２９０円
（２時間につき）

午前９時～午前１１時
午前１１時～午後１時
午後１時～午後３時
午後３時～午後５時

 ２３０円 ３１０円 ６４０円時間外（１時間につき）

球技場 専用使用（サッカー・軟式野球・アメリカンフットボール・グラウンドゴルフ等）

中学生高校生一般区分
７０円（６０円）１００円（８０円）２２０円（１８０円）基本料金（２時間以内）
３５円５０円１１０円超過（１時間につき）

弓道場 個人使用　 

※減免利用：生活保護家庭・母子家庭・父子家庭・失業中の世帯・６５歳以上の方が対象。
　　　　　　（　）内は減免利用料金。

中学生高校生一般区分
４６０円６２０円１,２９０円２時間まで
９３０円１,２４０円２,５８０円午前９時～午後１時
１,１００円１,５６０円３,３００円午後１時～午後５時
２５０円３８０円８１０円時間外（１時間につき）

弓道場 専用使用

■施設のご利用方法には、『個人使用』と『専用使用』があります。
個人使用　当日受付　２時間単位でご利用いただけます。
【利用可能施設】 体育館・トレ－ニング室・弓道場
※体育館のご利用は施設により「種目」・「時間」が異なりますので事前にお問い合わせください。
※大会開催により使用できない場合があります。事前にお問い合わせください。
　
専用使用　予約制（抽選予約・随時予約）施設を貸切ってご利用いただけます。
【利用可能施設】 体育館・球技場・弓道場・庭球場
　

■施設のご予約には、事前に『ちば施設予約サービス』へのご登録が必要です。
・ご登録は、パソコン・スマートフォン・携帯電話から行えます。　検索サイトから「ちば施設予約サ－ビス」で会員登録。
・ご登録後、予約サービスのご利用を開始するには、お近くの施設窓口での本人確認（本人確認書類の提示）が必要です。
・詳しくは施設にお問い合わせください。

※身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳の交付を受けている方とその介護者（個人使用では障がい者1名に付介護者は1名）及び、障がい者が主体となって組
織する団体が使用をする場合は、利用料金が免除になります。施設受付にて手帳・ミライロID等を提示のうえ、お問い合わせください。



千葉市スポーツ施設、千葉市都市公園施設、千葉市花見川区花島コミュニティセンター指定管理者　スポーツクラブＮＡＳ

花島コミュニティセンター
１．施設概要

住所：〒２６２ー００４２　千葉市花見川区花島町３０８花島公園センター内　　TEL：０４３ー２８６ー８８２２　FAX：０４３ー２８６ー８８２６

2F
1F

※「構成員の５割以上が身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳の交付を受けている団体」は、利用料金が免除になります。登録手続きの際、受付にて手帳・
ミライロID等を提示してください。

２０２１．４．１ 改定

※記載の料金は全て税込みです。

時　　間　

①午前９時～午前１１時

②午前１１時～午後１時

③午後１時～午後３時

④午後３時～午後５時

⑤午後５時～午後７時

⑥午後７時～午後９時

備　　　考主　な　備　品主　な　用　途床　　材面　積定　員料金
（２時間）施　　設

工作台、流し台美術・工作シート６５㎡３６人３２０円創作室１

１階 冷蔵庫、電子レンジ、食器、
流し台、調理台、調理器具調理シート８１㎡３７人４１０円創作室２

畳敷き
舞台有り音響設備舞踊・民謡・カラオケ畳３０畳５０人４４０円講習室２

畳敷き茶道用具華道・茶道畳１６畳２０人２６０円和室

２階

体操・会議・手工芸カーペット５１㎡２５人２５０円集会室

靴箱・スリッパ有り
防音設備ピアノ、音響設備音楽・楽器・合唱フローリング１０３㎡３０人５２０円音楽室

鏡体操・会議・手工芸カーペット８３㎡５０人４２０円講習室１

ダンスで利用の際は
ヒールカバーを装着
してください。

鏡ダンス・体操・会議フローリング１０１㎡３６人５１０円サークル室１

体操・会議・手工芸カーペット４９㎡２４人２４０円サークル室２

ダンスで利用の際は
ヒールカバーを装着
してください。

映像音響設備、観覧席
鏡ダンス・体操・会議フローリング３５８㎡２２０人１,８７０円多目的室

○施設のご予約には、事前に「ちば施設予約サービス」への登録が必要です。
○商品の宣伝、展示または販売など、営利目的の活動、勧誘や募集（サークル等の勧誘、募集を除く）での利用は
できません。また、パーティー、宴会も行えません。
○活動中の水分補給を除き、室内での飲食はできません。
○多目的室の観覧席、舞台装置、映写設備をご利用の際は、ご利用日の前日までにご連絡ください。
○その他、管理規則がありますので、詳しくはお問合せください。

ご利用時間帯は上記①～⑥の２時間単位となります。

料金区分
１０円モノクロコピー

（１枚につき） ５０円カラー
１０円市内

FAX送信
（国内宛１枚につき） ２０円県内市外

３０円県外
１０円FAX受信（１枚につき）

コピー・FAX送受信サービス料



（４）令和７年度委託協力業者一覧
※一部、前年実績

税込み

作業内容 業者名/所在地 実施周期
実施予定金額

（税込）
令和6年度

業務実績の有無
市内業者区分

1 消防設備法定点検 （株）千歳防災社/千葉市中央区松ヶ丘町 2回/年 154,000 有 市内

2 ガスヒーポンメンテナンス業務 東京ガス（株）千葉都市エネルギー事業部 /新宿区西新宿 随時 370,548 有 準市内

3 建築基準法12条定期検査（建築設備） 増田祐子建築設計事務所/千葉県東金市東金 1回/年 110,000 無 市外

4 機械警備業務 綜合警備保障（株）警送千葉支社/千葉市美浜区 夜間毎日 349,800 有 市内

5 現金受渡機集金業務 綜合警備保障（株）警送千葉支社/千葉市美浜区 毎日 897,600 有 市内

6 清掃用具レンタル業務 （株）サニクリーン東京 千葉営業所/千葉市中央区末広 2回/月 91,344 有 準市内

7
プール特別清掃
・槽内の汚泥処理および高圧洗浄　・仕上げ薬品洗浄

（株）市川衛生管理センター/市川市曽谷 1回/年 287,100 有 市外

8 プール用、雨水用、緊急対策用ろ過装置保守点検 （株）三進ろ過工業/東京都豊島区巣鴨
プール 2回/年
その他 1回/年

692,560 有 市外

9 プール水　水質検査 日曹商事（株）/東京都中央区日本橋 3回/年 33,000 有 市外

10 プール水　総トリハロメタン検査 日曹商事（株）/東京都中央区日本橋 1回/年 5,280 有 市外

11 一般廃棄物処理業務 市原清掃事業（株）/千葉市美浜区浜田 随時 293,744 有 市内

12 産業廃棄物処理業務 （株）五十嵐商会/山武郡横芝町栗山 随時 95,260 有 市外

13 産業廃棄物処理業務 リッツ資源（株）/千葉市若葉区北谷津町 随時 0 無 市内

14
害虫防除業務
・アタマジラミ等防除

（株）環境コントロールセンター/千葉市中央区宮崎 1回/年 14,300 有 市内

1 消防設備法定点検 （株）千歳防災社/千葉市中央区松ヶ丘町 2回/年 44,000 有 市内

2 建築基準法12条定期検査（建築設備） 増田祐子建築設計事務所/千葉県東金市東金 1回/年 110,000 無 市外

3 自家用電気工作物保安管理 関東電気保安協会/四街道市大日緑が丘 6回/年 207,240 有 市外

4 機械警備業務 綜合警備保障（株）警送千葉支社/千葉市美浜区 夜間毎日 184,800 有 市内

5 地下重油タンク定期点検および清掃業務 日振工発（株）/東京都葛飾区金町 1回/年 88,000 有 市外

6 真空式温水ヒーター保守点検業務委託 （株）ヒラカワ/千葉市稲毛区 2回/年 193,600 有 準市内

7 貯湯槽整備および性能検査 （株）ヒラカワ/千葉市稲毛区 1回/年 405,460 有 準市内

8 受水槽清掃保守 一志プラント工業/千葉市若葉区大草町 1回/年 143,000 有 市内

9 汚水処理施設点検業務 （株）センエー/稲毛区黒砂 12回/年 862,400 有 市内

10 プール水　水質検査 日曹商事（株）/東京都中央区日本橋 12回/年 132,000 有 市外

11 プール水　総トリハロメタン検査 日曹商事（株）/東京都中央区日本橋 1回/年 5,280 有 市外

12 害虫防除業務 （株）環境コントロールセンター/千葉市中央区宮崎 2回/年 129,600 有 市内

13 煤煙測定業務 （有）新星サービス/神奈川県横浜市都筑区 1回/年 88,000 有 市外

14 煤煙測定業務 （有）新星サービス/神奈川県横浜市都筑区 1回/年 107,800 有 市外

15 一般廃棄物処理業務 石井開運（株）/千葉市若葉区大草町 随時 163,337 有 市内

16 産業廃棄物処理業務 （株）五十嵐商会/山武郡横芝町栗山 随時 0 無 市外

17 産業廃棄物処理業務 リッツ資源（株）/千葉市若葉区北谷津町 随時 45,045 無 市内

1 消防設備法定点検 （株）千歳防災社/千葉市中央区松ヶ丘町 2回/年 99,000 有 市内

2 建築基準法12条定期検査（建築設備） 増田祐子建築設計事務所/千葉県東金市東金 1回/年 110,000 無 市外

3 機械警備業務 セコム（株）  幕張支社/千葉市美浜区ひび野 夜間毎日 231,000 有 市内

4 清掃用具レンタル業務 （株）サニクリーン東京 千葉営業所/千葉市中央区末広 2回/月 43,758 有 準市内
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（４）令和７年度委託協力業者一覧
※一部、前年実績

税込み

作業内容 業者名/所在地 実施周期
実施予定金額

（税込）
令和6年度

業務実績の有無
市内業者区分

1 消防設備法定点検 （株）千歳防災社/千葉市中央区松ヶ丘町 2回/年 176,000 有 市内

2 建築基準法12条定期検査（建築設備） 増田祐子建築設計事務所/千葉県東金市東金 1回/年 110,000 無 市外

3 受水槽清掃保守 協和ビル管理（株）/千葉市中央区汐見ケ丘 2回/年 99,000 有 市内

4 給水ポンプ保守点検 協和ビル管理（株）/千葉市中央区汐見ケ丘 1回/年 44,000 無 市内

5 清掃用具レンタル業務 （株）サニクリーン東京 千葉営業所/千葉市中央区末広 2回/月 39,135 有 準市内

6 清掃用具レンタル業務 孝和建商（株）/千葉市中央区汐見丘町 2回/月 83,160 無 市内

7 機械警備業務 綜合警備保障（株）警送千葉支社/千葉市美浜区 夜間毎日 121,400 有 市内

8 一般廃棄物処理業務 市原清掃事業（株）/千葉市美浜区浜田 随時 781,880 有 市内

9 産業廃棄物処理業務 （株）五十嵐商会/山武郡横芝町栗山 随時 42,460 有 市外

10 産業廃棄物処理業務 リッツ資源（株）/千葉市若葉区北谷津町 随時 0 無 市内

1 消防設備法定点検 （株）千歳防災社/千葉市中央区松ヶ丘町 2回/年 363,000 有 市内

2 自家用電気工作物保安管理 関東電気保安協会/四街道市大日緑が丘 6回/年 150,480 有 市外

3 建築基準法12条定期検査（建築設備） 増田祐子建築設計事務所/千葉県東金市東金 1回/年 110,000 無 市外

4 機械警備業務 セコム（株）  幕張支社/千葉市美浜区ひび野 夜間毎日 191,400 有 市内

5 現金受渡機集金業務 綜合警備保障（株）警送千葉支社/千葉市美浜区 毎日 1,042,800 有 市内

6 受水槽清掃保守 （株）五十嵐商会/山武郡横芝町栗山 1回/年 60,500 有 市外

7 清掃用具レンタル業務 （株）サニクリーン東京 千葉営業所/千葉市中央区末広 2回/月 71,208 有 準市内

1 機械警備業務 セコム（株）  幕張支社/千葉市美浜区ひび野 夜間毎日 191,400 有 市内

2 建築基準法12条定期検査（建築設備） 増田祐子建築設計事務所/千葉県東金市東金 1回/年 110,000 無 市外

1 自家用電気工作物保安管理 関東電気保安協会/四街道市大日緑が丘 6回/年 170,280 有 市外

2 機械警備業務 綜合警備保障（株）警送千葉支社/千葉市美浜区 夜間毎日 264,000 有 市内

3 合併浄化槽維持管理業務 （株）センエー/稲毛区黒砂 12回/年 366,740 有 市内

4 芝生および植栽維持管理業務 坂月造園/千葉市若葉区千城台東 月ごと 10,862,280 有 市内

5 清掃用具レンタル業務 （株）サニクリーン東京 千葉営業所/千葉市中央区末広 2回/月 197,252 有 準市内

6 一般廃棄物処理業務 石井開運（株）/千葉市若葉区大草町 随時 413,940 有 市内

7 産業廃棄物処理業務 （株）五十嵐商会/山武郡横芝町栗山 随時 0 無 市外

8 産業廃棄物処理業務 リッツ資源（株）/千葉市若葉区北谷津町 随時 26,675 無 市内

1 消防設備法定点検 （株）千歳防災社/千葉市中央区松ヶ丘町 2回/年 88,000 有 市内

2 機械警備業務 綜合警備保障（株）警送千葉支社/千葉市美浜区 夜間毎日 264,000 有 市内

3 受水槽保守点検業務（19t） （株）五十嵐商会/山武郡横芝町栗山 1回/年 68,200 有 市外

4 一般廃棄物処理業務 市原清掃事業（株）/千葉市美浜区浜田 随時 296,032 有 市内

5 産業廃棄物処理業務 （株）五十嵐商会/山武郡横芝町栗山 随時 0 無 市外

6 産業廃棄物処理業務 リッツ資源（株）/千葉市若葉区北谷津町 随時 0 無 市内

7 清掃用具レンタル業務 （株）サニクリーン東京 千葉営業所/千葉市中央区末広 2回/月 63,888 有 準市内

8 建築基準法12条定期検査（建築設備） 増田祐子建築設計事務所/千葉県東金市東金 1回/年 110,000 無 市外
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（４）令和７年度委託協力業者一覧
※一部、前年実績

税込み

作業内容 業者名/所在地 実施周期
実施予定金額

（税込）
令和6年度

業務実績の有無
市内業者区分

1 消防設備法定点検 （株）千歳防災社/千葉市中央区松ヶ丘町 2回/年 99,000 有 市内

2 プール循環ろ過装置保守点検業務 （株）ユニ機工/川崎市高津区北見方 2回/年 198,000 有 市外

3 プール水　水質検査 日曹商事（株）/東京都中央区日本橋 3回/年 41,250 有 市外

4 プール水　レジオネラ菌群検査 日曹商事（株）/東京都中央区日本橋 1回/年 3,025 有 市外

5 プール水　総トリハロメタン検査 日曹商事（株）/東京都中央区日本橋 1回/年 15,840 有 市外

6
害虫防除業務
・アタマジラミ等防除

（株）環境コントロールセンター/千葉市中央区宮崎 1回/年 30,800 有 市内

7 機械警備業務 セコム（株）  幕張支社/千葉市美浜区ひび野 夜間毎日 231,000 有 市内

8
プール特別清掃
・槽内の汚泥処理および高圧洗浄　・仕上げ薬品洗浄

（株）市川衛生管理センター/市川市曽谷 １回/年 511,500 有 市外

9 一般廃棄物処理業務 石井開運（株）/千葉市若葉区大草町 随時 0 有 市内

10 産業廃棄物処理業務 （株）五十嵐商会/山武郡横芝町栗山 随時 0 無 市外

11 産業廃棄物処理業務 リッツ資源（株）/千葉市若葉区北谷津町 随時 0 無 市内

1 機械警備業務 セコム（株）  幕張支社/千葉市美浜区ひび野 夜間毎日 231,000 有 市内

2 プール循環ろ過装置保守点検業務 （株）ユニ機工/川崎市高津区北見方 2回/年 66,000 有 市外

3 プール水　水質検査 日曹商事（株）/東京都中央区日本橋 3回/年 22,000 有 市外

4 プール水　総トリハロメタン検査 日曹商事（株）/東京都中央区日本橋 1回/年 10,560 有 市外

5
害虫防除業務
・アタマジラミ等防除

（株）環境コントロールセンター/千葉市中央区宮崎 1回/年 11,000 有 市内

6
プール特別清掃
・槽内の汚泥処理および高圧洗浄　・仕上げ薬品洗浄

（株）市川衛生管理センター/市川市曽谷 １回/年 324,500 有 市外

7 一般廃棄物処理業務 市原清掃事業（株）/千葉市美浜区浜田 随時 13,948 有 市内

8 産業廃棄物処理業務 （株）五十嵐商会/山武郡横芝町栗山 随時 45,210 有 市外

9 産業廃棄物処理業務 リッツ資源（株）/千葉市若葉区北谷津町 随時 0 無 市内

1 プール循環ろ過装置保守点検業務 （有）水交開発/千葉市若葉区加曽利町 2回/年 110,000 有 市内

2 プール水　水質検査 日曹商事（株）/東京都中央区日本橋 3回/年 33,000 有 市外

3 プール水　総トリハロメタン検査 日曹商事（株）/東京都中央区日本橋 1回/年 5,280 有 市外

4 機械警備業務 セコム（株）  幕張支社/千葉市美浜区ひび野 夜間毎日 151,800 有 市内

5
害虫防除業務
・アタマジラミ等防除

（株）環境コントロールセンター/千葉市中央区宮崎 1回/年 11,000 有 市内

6
プール特別清掃
・槽内の汚泥処理および高圧洗浄

（株）五十嵐商会/山武郡横芝町栗山 1回/年 151,800 有 市外

7
プール特別清掃
・仕上げ薬品洗浄

（株）市川衛生管理センター/市川市曽谷 1回/年 185,900 有 市外

8 一般廃棄物処理業務 石井開運（株）/千葉市若葉区大草町 随時 123,420 有 市内

9 産業廃棄物処理業務 （株）五十嵐商会/山武郡横芝町栗山 随時 84,260 無 市外

10 産業廃棄物処理業務 リッツ資源（株）/千葉市若葉区北谷津町 随時 0 無 市内

1 機械警備業務 セコム（株）  幕張支社/千葉市美浜区ひび野 夜間毎日 231,000 有 市内

2 プール循環ろ過装置保守点検業務 創和メンテナンス（有）/千葉市稲毛区轟 2回/年 44,000 有 市内

3 プール水　水質検査 日曹商事（株）/東京都中央区日本橋 3回/年 33,000 有 市外

4 プール水　レジオネラ菌群検査 日曹商事（株）/東京都中央区日本橋 １回/年 3,025 有 市外

5 プール水　総トリハロメタン検査 日曹商事（株）/東京都中央区日本橋 １回/年 10,560 有 市外

6
害虫防除業務
・アタマジラミ等防除

（株）環境コントロールセンター/千葉市中央区宮崎 1回/年 27,500 有 市内

7
プール特別清掃
・槽内の汚泥処理および高圧洗浄

（株）五十嵐商会/山武郡横芝町栗山 １回/年 128,700 有 市外

8
プール特別清掃
・仕上げ薬品洗浄

（株）市川衛生管理センター/市川市曽谷 1回/年 185,900 有 市外

9 一般廃棄物処理業務 石井開運（株）/千葉市若葉区大草町 随時 397,360 有 市内

10 産業廃棄物処理業務 （株）五十嵐商会/山武郡横芝町栗山 随時 118,800 無 市外

11 産業廃棄物処理業務 リッツ資源（株）/千葉市若葉区北谷津町 随時 0 無 市内
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（４）令和７年度委託協力業者一覧
※一部、前年実績

税込み

作業内容 業者名/所在地 実施周期
実施予定金額

（税込）
令和6年度

業務実績の有無
市内業者区分

1 消防設備法定点検 （株）千歳防災社/千葉市中央区松ヶ丘町 2回/年 25,300 有 市内

2 機械警備業務 綜合警備保障（株）警送千葉支社/千葉市美浜区 夜間毎日 250,800 有 市内

3 プール受水槽保守点検業務 （株）貯水槽管理センター/千葉市若葉区千城台北 1回/年 55,000 有 市内

4 プール循環ろ過装置保守点検業務 創和メンテナンス（有）/千葉市稲毛区轟 2回/年 44,000 有 市内

5 プール水　水質検査 日曹商事（株）/東京都中央区日本橋 ３回/年 33,000 有 市外

6 プール水　レジオネラ菌群検査 日曹商事（株）/東京都中央区日本橋 1回/年 3,025 有 市外

7 プール水　総トリハロメタン検査 日曹商事（株）/東京都中央区日本橋 1回/年 10,560 有 市外

8
害虫防除業務
・アタマジラミ等防除

（株）環境コントロールセンター/千葉市中央区宮崎 1回/年 19,800 有 市内

9
プール特別清掃
・槽内の汚泥処理および高圧洗浄　・仕上げ薬品洗浄

（株）市川衛生管理センター/市川市曽谷 １回/年 335,500 有 市外

10 一般廃棄物処理業務 石井開運（株）/千葉市若葉区大草町 随時 47,080 有 市内

11 産業廃棄物処理業務 （株）五十嵐商会/山武郡横芝町栗山 随時 81,400 無 市外

12 産業廃棄物処理業務 リッツ資源（株）/千葉市若葉区北谷津町 随時 0 無 市内

1 消防設備法定点検 （株）千歳防災社/千葉市中央区松ヶ丘町 2回/年 253,000 有 市内

2 建築基準法12条定期検査（建築設備） 増田祐子建築設計事務所/千葉県東金市東金 1回/年 110,000 無 市外

3 球技場芝生管理 長谷川体育施設（株） 千葉営業所/千葉市中央区松波 毎日 14,949,000 有 準市内

4 貯水槽点検・清掃（球技場散水用 50t） （株）五十嵐商会/山武郡横芝町栗山 1回/年 89,100 有 市外

5 機械警備業務（屋内運動場、クラブハウス） セコム（株）  幕張支社/千葉市美浜区ひび野 夜間毎日 356,400 有 市内

6 一般廃棄物処理業務 市原清掃事業（株）/千葉市美浜区浜田 随時 239,360 有 市内

7 産業廃棄物処理業務 （株）五十嵐商会/山武郡横芝町栗山 随時 0 有 市外

8 産業廃棄物処理業務 リッツ資源（株）/千葉市若葉区北谷津町 随時 0 無 市内

1 機械警備業務 セコム（株）  幕張支社/千葉市美浜区ひび野 夜間毎日 184,800 有 市内

2 一般廃棄物処理業務 市原清掃事業（株）/千葉市美浜区浜田 随時 13,464 有 市内

3 産業廃棄物処理業務 （株）五十嵐商会/山武郡横芝町栗山 随時 0 有 市外

4 産業廃棄物処理業務 リッツ資源（株）/千葉市若葉区北谷津町 随時 0 無 市内

1 消防設備法定点検 （株）千歳防災社/千葉市中央区松ヶ丘町 3回/年 693,000 有 市内

2 建築基準法12条定期検査（建築設備） 増田祐子建築設計事務所/千葉県東金市東金 1回/年 110,000 無 市外

3 自家用電気工作物保安管理 関東電気保安協会/四街道市大日緑が丘 6回/年 382,800 有 市外

4 エレベーター保守点検 ｼﾞｬﾊﾟﾝｴﾚﾍﾞｰﾀｰﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ（株）/東京都千代田区東神田 12回/年 330,000 有 市外

5 芝生維持管理業務 （株）花島公園協力会/千葉市花見川区花島町 毎月 2,196,810 有 市内

6 機械警備業務（花島公園センター、弓道場） セコム（株）  幕張支社/千葉市美浜区ひび野 夜間毎日 303,600 有 市内

7 現金受渡機集金業務 綜合警備保障（株）警送千葉支社/千葉市美浜区 毎日 937,200 有 市内

8 清掃用具レンタル業務 （株）サニクリーン東京 千葉営業所/千葉市中央区末広 2回/月 200,640 有 準市内

9 一般廃棄物処理業務 （株）サン・クリーンサービス/千葉市稲毛区山王町 随時 221,710 有 市内

10 産業廃棄物処理業務 （株）五十嵐商会/山武郡横芝町栗山 随時 0 無 市外

11 産業廃棄物処理業務 リッツ資源（株）/千葉市若葉区北谷津町 随時 0 無 市内

12 清掃業務委託 千葉総合ﾋﾞﾙﾒﾝﾃﾅﾝｽ協同組合 毎日 10,296,000 有 市内

13 設備運転業務委託 協和ビル管理（株）/千葉市中央区汐見ケ丘 毎日 10,820,700 有 市内

1 球技場芝生管理 （有）嶺南総合管理/東金市堀上 毎月 3,696,000 有 市外

2 機械警備業務 綜合警備保障（株）警送千葉支社/千葉市美浜区 夜間毎日 158,400 有 市内

3 産業廃棄物処理業務 リッツ資源（株）/千葉市若葉区北谷津町 随時 0 無 市内

75,105,353

委託業者数：33社（100.0％）　委託契約数：151件（100.0%）
　　市内　：18社（ 54.6％） 　　  市内　 ：  78件（  51.7%）
　　準市内：  4社（ 12.1 ％） 　　 準市内 ：  11件（    7.3%）
　　市外　：11社（ 33.3％） 　　  市外　 ：  62件（  41.0%）
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　注：市内業者等区分の定義は次のとおり。
　　　・市内　 ：千葉市内に本社または本店を有するもの。
　　　・準市内 ：千葉市内に支店または営業所を有するもの。（本社または本店は千葉市外に所在）
　　　・市外　 ：千葉市内に支店または営業所等を有しないもの。


